
議案第１号

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１０号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１０号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６, ８３３, ９３９千円を追加し､ 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１７３, ４６５, ２５８千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(債務負担行為の補正)

第２条 債務負担行為の廃止は､ ｢第２表 債務負担行為補正｣ による｡

(地方債の補正)

第３条 地方債の追加変更は､ ｢第３表 地方債補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１０号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 ６０,６７８,７６６ ４２３,０００ ６１,１０１,７６６

１ 市 民 税 ２４,１００,５５０ ５５０,０００ ２４,６５０,５５０

２ 固 定 資 産 税 ２５,８６２,８１３ △１１０,０００ ２５,７５２,８１３

４ 市 た ば こ 税 ２,７２６,９０３ △１５,０００ ２,７１１,９０３

６ 都 市 計 画 税 ４,３２９,５７５ △２７,０００ ４,３０２,５７５

７ 事 業 所 税 ２,３１６,５８６ ２０,０００ ２,３３６,５８６

８ 入 湯 税 ２８,５００ ５,０００ ３３,５００

３ 利子割交付金 ４５,０００ ８６,０００ １３１,０００

１ 利子割交付金 ４５,０００ ８６,０００ １３１,０００

４ 配当割交付金 ４７６,０００ ２６８,０００ ７４４,０００

１ 配当割交付金 ４７６,０００ ２６８,０００ ７４４,０００

７ 地 方 消 費 税
交 付 金 ９,４１０,０００ ４９０,０００ ９,９００,０００

１ 地 方 消 費 税
交 付 金 ９,４１０,０００ ４９０,０００ ９,９００,０００

10 地方特例交付金 ３９４,０００ △４８,４０５ ３４５,５９５

１ 地方特例交付金 ３８３,０００ △４８,４０５ ３３４,５９５

11 地 方 交 付 税 １８,６８５,０６２ １,８５４,５７２ ２０,５３９,６３４

１ 地 方 交 付 税 １８,６８５,０６２ １,８５４,５７２ ２０,５３９,６３４

13 分 担 金 及 び
負 担 金 ５６１,２６９ △２８,９８４ ５３２,２８５

１ 負 担 金 ５６１,２６９ △２８,９８４ ５３２,２８５

14 使 用 料 及 び
手 数 料 ２,５９３,０７４ △３４,２９７ ２,５５８,７７７

１ 使 用 料 １,８６７,２５２ △２２,６４４ １,８４４,６０８

２ 手 数 料 ７２５,８２２ △１１,６５３ ７１４,１６９

15 国 庫 支 出 金 ４２,９１２,４３８ ５９,２４３ ４２,９７１,６８１

１ 国 庫 負 担 金 ２７,５２４,９５１ ７１０,９９８ ２８,２３５,９４９

２ 国 庫 補 助 金 ４,６５３,９６４ △１５１,２１３ ４,５０２,７５１

３ 国 庫 交 付 金 １０,７０６,６６９ △５００,１６１ １０,２０６,５０８

４ 国 庫 委 託 金 ２６,８５４ △３８１ ２６,４７３
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(単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １３,１２２,９１２ １２９,２７５ １３,２５２,１８７

１ 県 負 担 金 ９,３３０,６６２ ２４７,６４５ ９,５７８,３０７

２ 県 補 助 金 ２,８２２,５２８ △１２３,０８８ ２,６９９,４４０

３ 県 交 付 金 ７３７,４８２ ４,７１８ ７４２,２００

17 財 産 収 入 ４３６,２６３ △７,３９２ ４２８,８７１

１ 財産運用収入 ３４６,０３３ １,１６８ ３４７,２０１

２ 財産売払収入 ９０,２３０ △８,５６０ ８１,６７０

18 寄 附 金 ３,０４２,８１８ ４９,０３０ ３,０９１,８４８

１ 寄 附 金 ３,０４２,８１８ ４９,０３０ ３,０９１,８４８

19 繰 入 金 １,６７４,６２６ ３３１,７３１ ２,００６,３５７

１ 基 金 繰 入 金 １,５６５,７６９ ３３２,５０５ １,８９８,２７４

２ 特別会計繰入金 １０８,８５７ △７７４ １０８,０８３

20 繰 越 金 １ ３,３６１,３９９ ３,３６１,４００

１ 繰 越 金 １ ３,３６１,３９９ ３,３６１,４００

21 諸 収 入 ２,６２９,７９０ ２０６,５６７ ２,８３６,３５７

４ 受託事業収入 ６５,９７２ △３,６０８ ６２,３６４

７ 雑 入 １,１８９,５０２ ２１０,１７５ １,３９９,６７７

22 市 債 ７,６３０,３００ △３０５,８００ ７,３２４,５００

１ 市 債 ７,６３０,３００ △３０５,８００ ７,３２４,５００

歳 入 合 計 １６６,６３１,３１９ ６,８３３,９３９ １７３,４６５,２５８
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 議 会 費 ９０１,６７２ △１４,００９ ８８７,６６３

１ 議 会 費 ９０１,６７２ △１４,００９ ８８７,６６３

２ 総 務 費 １３,２５３,２２２ ５,７２８,４６９ １８,９８１,６９１

１ 総 務 管 理 費 ８,１３８,６６１ ５,８９２,０６３ １４,０３０,７２４

２ 徴 税 費 １,５３１,７０５ △５,１９９ １,５２６,５０６

３ 市 民 生 活 費 ６２２,７６７ ９,７８８ ６３２,５５５

４ 戸籍住民基本
台 帳 費 ８０２,６５８ △７６,８９７ ７２５,７６１

５ 選 挙 費 ４９９,７２０ △５０,６６５ ４４９,０５５

６ 統 計 調 査 費 ２６７,３２６ △１６,１８８ ２５１,１３８

７ 文化スポーツ費 １,２１５,６３１ △２６,１５０ １,１８９,４８１

８ 監 査 委 員 費 １０４,１３５ ４,３８７ １０８,５２２

９ 人事委員会費 ７０,６１９ △２,６７０ ６７,９４９

３ 民 生 費 ８１,５１６,１８９ １,４６６,５７４ ８２,９８２,７６３

１ 社 会 福 祉 費 ３３,３９７,５６９ ５１２,２６６ ３３,９０９,８３５

２ 生 活 保 護 費 １８,３５５,２４７ ３９６,７６５ １８,７５２,０１２

３ 児 童 福 祉 費 ２５,７３０,９９８ ４５９,１３９ ２６,１９０,１３７

５ 年 金 保 険 費 ３,５０５,９３６ ８８,９０７ ３,５９４,８４３

６ 市 民 福 祉 費 ５１４,１５７ ９,４９７ ５２３,６５４

４ 衛 生 費 １０,０６６,９５２ ７,２４６ １０,０７４,１９８

１ 保 健 衛 生 費 ４,４６３,９９０ ９３,９０６ ４,５５７,８９６

２ 清 掃 費 ５,１３３,８４７ △７６,２６１ ５,０５７,５８６

３ 環 境 保 全 費 ４６９,１１５ △１０,３９９ ４５８,７１６

５ 農林水産業費 １,０４４,６４８ △２２,０１９ １,０２２,６２９

１ 農 業 費 ７５４,０３１ △９,２１３ ７４４,８１８

２ 農 林 緑 花 費 １４８,８６１ △８５６ １４８,００５

３ 水 産 業 費 １４１,７５６ △１１,９５０ １２９,８０６

６ 商 工 費 ６,２７９,７１５ △５２,７６７ ６,２２６,９４８

１ 商 工 費 ５,２７０,１９２ △１２８,３６７ ５,１４１,８２５

２ 観 光 費 １,００９,５２３ ７５,６００ １,０８５,１２３
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(単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 土 木 費 １０,０２６,３５６ △９,３６１ １０,０１６,９９５

１ 土 木 管 理 費 １,０５７,６２５ △１４,５８１ １,０４３,０４４

２ 道 路 橋 梁 費 ４,０９６,９８０ △２７,８００ ４,０６９,１８０

３ 河 川 費 ３９５,３９０ １４,４２５ ４０９,８１５

４ 都 市 計 画 費 １,０２８,９４２ １,０１１ １,０２９,９５３

５ 都市計画道路費 ４８９,６３７ △１２,９０１ ４７６,７３６

６ 公 園 費 ５１３,７２８ ８,５５３ ５２２,２８１

７ 下 水 道 費 ６０８,４６９ △４２,３０９ ５６６,１６０

８ 住 宅 費 １,８３５,５８５ ６４,２４１ １,８９９,８２６

８ 消 防 費 ５,４８８,１７０ △６１,６１１ ５,４２６,５５９

１ 消 防 費 ５,４８８,１７０ △６１,６１１ ５,４２６,５５９

９ 教 育 費 １０,４８８,０３０ △１０６,４０９ １０,３８１,６２１

１ 教 育 総 務 費 ２,３３３,３４２ △４４,４８３ ２,２８８,８５９

２ 小 学 校 費 ２,９２０,３９１ △３４,０３６ ２,８８６,３５５

３ 中 学 校 費 ８３３,４５７ △２２,７０６ ８１０,７５１

４ 高 等 学 校 費 ８４４,６２６ △７,１７３ ８３７,４５３

５ 幼 稚 園 費 ５１３,３２３ △４,６４７ ５０８,６７６

６ 社 会 教 育 費 ２,１６４,３５８ ２１,４９８ ２,１８５,８５６

７ 保 健 体 育 費 ８７８,５３３ △１４,８６２ ８６３,６７１

11 公 債 費 １７,９５９,９１６ △３２,０７３ １７,９２７,８４３

１ 公 債 費 １７,９５９,９１６ △３２,０７３ １７,９２７,８４３

12 諸 支 出 金 ９,０３０,２９１ △７０,１０１ ８,９６０,１９０

１ 公 営 企 業 費 ８,８１６,７８２ △６２,７８１ ８,７５４,００１

２ 集 落 排 水 費 ２１３,５０９ △７,３２０ ２０６,１８９

歳 出 合 計 １６６,６３１,３１９ ６,８３３,９３９ １７３,４６５,２５８
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第２表

債 務 負 担 行 為 補 正

１ 廃 止 (単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・保険系システム運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
３９８,７５０

合 計 ３９８,７５０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・債権回収システム運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
６６,４４９

合 計 ６６,４４９
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第３表

地 方 債 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

河川県工事負
担金 10,100 証書借入又

は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 10,100

２ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

庁舎整備事業 80,600 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

76,700 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

防災基盤整備
事業 63,300 〃 〃 〃 61,600 〃 〃 〃

支所・連絡所
整備事業 7,800 〃 〃 〃 6,900 〃 〃 〃

文化財保護事
業 24,500 〃 〃 〃 24,000 〃 〃 〃

博物館整備事
業 35,100 〃 〃 〃 34,900 〃 〃 〃

スポーツ施設
整備事業 28,700 〃 〃 〃 13,800 〃 〃 〃

認定こども園
等整備事業 69,900 〃 〃 〃 53,200 〃 〃 〃

隣保館整備事
業 1,700 〃 〃 〃 2,000 〃 〃 〃

保健所整備事
業 73,200 〃 〃 〃 69,400 〃 〃 〃

清掃運搬施設
整備事業 14,200 〃 〃 〃 11,400 〃 〃 〃

清掃工場施設
整備事業 342,200 〃 〃 〃 327,200 〃 〃 〃

農業施設整備
事業 174,700 〃 〃 〃 170,400 〃 〃 〃

沿岸漁場整備
開発事業 6,400 〃 〃 〃 5,100 〃 〃 〃
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(単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

共同作業場整
備事業 5,800 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

4,500 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

勤労者総合セ
ンター整備事
業

32,300 〃 〃 〃 29,400 〃 〃 〃

観光基盤施設
整備事業 18,100 〃 〃 〃 15,900 〃 〃 〃

和歌山城公園
整備事業 6,800 〃 〃 〃 50,900 〃 〃 〃

道路施設改善
事業 1,014,500 〃 〃 〃 1,002,800 〃 〃 〃

地方道整備事
業 704,300 〃 〃 〃 691,200 〃 〃 〃

都市計画県工
事負担金 7,400 〃 〃 〃 －

街路事業 228,500 〃 〃 〃 226,200 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

公園施設整備
事業 113,000 〃 〃 〃 113,600 〃 〃 〃

下水路整備事
業 25,000 〃 〃 〃 26,400 〃 〃 〃

住宅改善事業 262,200 〃 〃 〃 248,000 〃 〃 〃

消防施設整備
事業 853,800 〃 〃 〃 809,900 〃 〃 〃

小学校施設解
体撤去事業 64,500 〃 〃 〃 52,600 〃 〃 〃

高等学校施設
整備事業 137,900 〃 〃 〃 130,200 〃 〃 〃

地区集会所整
備事業 4,400 〃 〃 〃 1,000 〃 〃 〃

コミュニティ
センター整備
事業

19,000 〃 〃 〃 16,800 〃 〃 〃
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(単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

体育施設整備
事業 78,500 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

40,900 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

水道事業会計
出資金 888,000 〃 〃 〃 753,500 〃 〃 〃

計 7,630,300 7,314,400



議案第２号

令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第３号)

令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第３号) は､ 次に定めるところによ

る｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５５５, ０３８千円を減額し､ 歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３６, ８２０, ５０９千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第３号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 国民健康保険料 ６,４６３,１９６ △１,９０３,８９８ ４,５５９,２９８

１ 国民健康保険料 ６,４６３,１９６ △１,９０３,８９８ ４,５５９,２９８

３ 国 庫 支 出 金 ２１,２７７ ２,４０８ ２３,６８５

１ 国 庫 補 助 金 ２１,２７７ ２,４０８ ２３,６８５

４ 県 支 出 金 ２７,２３８,３１５ △４８６,４９０ ２６,７５１,８２５

２ 県 交 付 金 ２７,１７８,５４６ △４８６,４９０ ２６,６９２,０５６

５ 繰 入 金 ３,４５０,５００ ８９,８２２ ３,５４０,３２２

１ 一般会計繰入金 ３,４５０,５００ ８９,８２２ ３,５４０,３２２

６ 繰 越 金 １ １,７６９,９５０ １,７６９,９５１

１ 繰 越 金 １ １,７６９,９５０ １,７６９,９５１

７ 諸 収 入 ２０１,２５７ △２６,８３０ １７４,４２７

２ 雑 入 ２０１,２５６ △２６,８３０ １７４,４２６

歳 入 合 計 ３７,３７５,５４７ △５５５,０３８ ３６,８２０,５０９
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ５７２,２８４ △１３,３８９ ５５８,８９５

１ 総 務 管 理 費 ５７２,２８４ △１３,３８９ ５５８,８９５

２ 保 険 給 付 費 ２６,９５７,７０７ △５０４,０２２ ２６,４５３,６８５

１ 療 養 諸 費 ２３,５５４,０００ △６００,０００ ２２,９５４,０００

２ 高 額 療 養 費 ３,２８３,０００ １２０,０００ ３,４０３,０００

４ 出産育児諸費 １０４,８８９ △２３,８５４ ８１,０３５

６ 傷病手当諸費 １６８ △１６８ ０

４ 保 健 事 業 費 ３３５,１７７ △１６,３３９ ３１８,８３８

１ 特定健康診査等
事 業 費 ２７６,７４５ △７,９１８ ２６８,８２７

２ 保 健 事 業 費 ５８,４３２ △８,４２１ ５０,０１１

５ 諸 支 出 金 １５３,１６９ △２１,２８８ １３１,８８１

１ 償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 １５３,１６９ △２１,２８８ １３１,８８１

歳 出 合 計 ３７,３７５,５４７ △５５５,０３８ ３６,８２０,５０９



議案第３号

令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第３号)

令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６, １７４千円を追加し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２, ３４１, ５５０千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第３号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 繰 入 金 ２４９,３１９ △４,１３６ ２４５,１８３

１ 一般会計繰入金 ２４９,３１９ △４,１３６ ２４５,１８３

５ 諸 収 入 ２０４,８５５ ３０,３１０ ２３５,１６５

１ 雑 入 ２０４,８５５ ３０,３１０ ２３５,１６５

歳 入 合 計 ２,３１５,３７６ ２６,１７４ ２,３４１,５５０

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 卸 売 市 場 費 ２,１０８,４５２ ２８,７４１ ２,１３７,１９３

１ 卸 売 市 場 費 ２,１０８,４５２ ２８,７４１ ２,１３７,１９３

２ 公 債 費 ２０６,８２４ △２,５６７ ２０４,２５７

１ 公 債 費 ２０６,８２４ △２,５６７ ２０４,２５７

歳 出 合 計 ２,３１５,３７６ ２６,１７４ ２,３４１,５５０



議案第４号

令和７年度和歌山市土地区画整理事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市土地区画整理事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによ

る｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４, ４０６千円を減額し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５, １３１千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 繰 入 金 ９,４３５ △４,３０４ ５,１３１

１ 東和歌山第二地区
土地区画整理事業
一般会計繰入金

９,４３５ △４,３０４ ５,１３１

２ 諸 収 入 １０２ △１０２ ０

１ 東和歌山第二
地区土地区画
整理事業雑入

１０２ △１０２ ０

歳 入 合 計 ９,５３７ △４,４０６ ５,１３１

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 東和歌山第二
地区土地区画
整 理 事 業 費

９,５３７ △４,４０６ ５,１３１

１ 東和歌山第二
地区土地区画
整 理 事 業 費

９,５３７ △４,４０６ ５,１３１

歳 出 合 計 ９,５３７ △４,４０６ ５,１３１



議案第５号

令和７年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところ

による｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１, １６５千円を減額し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２３, ８３５千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 諸 収 入 ２５,０００ △１,１６５ ２３,８３５

１ 貸 付 金 収 入 ２５,０００ △１,１６５ ２３,８３５

歳 入 合 計 ２５,０００ △１,１６５ ２３,８３５

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 ２５,０００ △１,１６５ ２３,８３５

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 ２５,０００ △１,１６５ ２３,８３５

歳 出 合 計 ２５,０００ △１,１６５ ２３,８３５



議案第６号

令和７年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところ

による｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９, １２２千円を減額し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５４９, ４８９千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 諸 収 入 ５５８,６１１ △１８,３３５ ５４０,２７６

２ 雑 入 ３５４,６３１ △１８,３３５ ３３６,２９６

２ 県 支 出 金 － ９,２１３ ９,２１３

１ 県 補 助 金 － ９,２１３ ９,２１３

歳 入 合 計 ５５８,６１１ △９,１２２ ５４９,４８９

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 ５５８,６１１ △９,１２２ ５４９,４８９

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 ５５８,６１１ △９,１２２ ５４９,４８９

歳 出 合 計 ５５８,６１１ △９,１２２ ５４９,４８９



議案第７号

令和７年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところ

による｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３, ５０５千円を減額し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２２２, ８２９千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 諸 収 入 ２２６,３３４ △７,４９２ ２１８,８４２

２ 雑 入 １２２,４０４ △７,４９２ １１４,９１２

２ 県 支 出 金 － ３,９８７ ３,９８７

１ 県 補 助 金 － ３,９８７ ３,９８７

歳 入 合 計 ２２６,３３４ △３,５０５ ２２２,８２９

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 ２２６,３３４ △３,５０５ ２２２,８２９

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 ２２６,３３４ △３,５０５ ２２２,８２９

歳 出 合 計 ２２６,３３４ △３,５０５ ２２２,８２９



議案第８号

令和７年度和歌山市駐車場管理事業特別会計補正予算 (第２号)

令和７年度和歌山市駐車場管理事業特別会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０, ４３７千円を減額し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１, ６１７, ７００千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第２号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 使 用 料 及 び
手 数 料 ２７１,４２３ ６,１２５ ２７７,５４８

１ 使 用 料 ２７１,４２３ ６,１２５ ２７７,５４８

３ 諸 収 入 １,３５２,７５４ △１６,５６２ １,３３６,１９２

１ 雑 入 １,３５２,７５４ △１６,５６２ １,３３６,１９２

歳 入 合 計 １,６２８,１３７ △１０,４３７ １,６１７,７００

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 駐車場管理費 １４７,０７９ ９３１ １４８,０１０

１ 駐車場管理費 １４７,０７９ ９３１ １４８,０１０

３ 前 年 度 繰 上
充 用 金 １,３６５,０００ △１１,３６８ １,３５３,６３２

１ 前 年 度 繰 上
充 用 金 １,３６５,０００ △１１,３６８ １,３５３,６３２

歳 出 合 計 １,６２８,１３７ △１０,４３７ １,６１７,７００



議案第９号

令和７年度和歌山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定め

るところによる｡

(歳入予算の補正)

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は､

｢第１表 歳入予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 繰 越 金 ３１,６５５ ７０１ ３２,３５６

１ 繰 越 金 ３１,６５５ ７０１ ３２,３５６

３ 諸 収 入 ９７,３９２ △７０１ ９６,６９１

１ 貸 付 金 収 入 ９７,３８２ △７０１ ９６,６８１

歳 入 合 計 １３１,３３９ ０ １３１,３３９



議案第１０号

令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第３号)

令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１, ８４８, ５６０千円を追加し､ 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４４, ８２０, ７３０千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第３号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 国 庫 支 出 金 １０,８６６,７２７ ４６０,１０６ １１,３２６,８３３

１ 国 庫 負 担 金 ７,６５８,３７３ ３３８,０４６ ７,９９６,４１９

２ 国 庫 補 助 金 ７,９６３ ４,７２３ １２,６８６

３ 国 庫 交 付 金 ３,２００,３９１ １１７,３３７ ３,３１７,７２８

４ 県 支 出 金 ５,７１５,３４０ ２３７,５６７ ５,９５２,９０７

１ 県 負 担 金 ５,５２０,０７２ ２３８,２１１ ５,７５８,２８３

２ 県 交 付 金 １９５,２６８ △６４４ １９４,６２４

５ 支払基金交付金 １１,２８７,３１８ ４７８,８３１ １１,７６６,１４９

１ 支払基金交付金 １１,２８７,３１８ ４７８,８３１ １１,７６６,１４９

６ 財 産 収 入 ４,４３８ １１ ４,４４９

１ 財産運用収入 ４,４３８ １１ ４,４４９

７ 繰 入 金 ７,１２９,２８３ ４７,４２１ ７,１７６,７０４

１ 一般会計繰入金 ６,６３６,５７１ １６３,９８７ ６,８００,５５８

２ 基 金 繰 入 金 ４９２,７１２ △１１６,５６６ ３７６,１４６

８ 繰 越 金 １ ６２４,６２４ ６２４,６２５

１ 繰 越 金 １ ６２４,６２４ ６２４,６２５

歳 入 合 計 ４２,９７２,１７０ １,８４８,５６０ ４４,８２０,７３０
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ８３１,２３７ △５４,２７０ ７７６,９６７

１ 総 務 管 理 費 ３４３,４７９ ２５,８５５ ３６９,３３４

２ 介 護 認 定 費 ４８７,７５８ △８０,１２５ ４０７,６３３

２ 保 険 給 付 費 ４０,５６５,２１３ １,７７３,１００ ４２,３３８,３１３

１ 介護サービス等
諸 費 ３９,１４０,２８１ １,７７０,０００ ４０,９１０,２８１

５ そ の 他 諸 費 ３９,８９４ ３,１００ ４２,９９４

３ 地域支援事業費 １,４５４,１７９ △３,２２４ １,４５０,９５５

１ 介護予防・生活支援
サ ー ビ ス 事 業 費 １,２４２,４１８ ３４９ １,２４２,７６７

３ 包括的支援事業
・任意事業費 ２００,８２５ △３,５７３ １９７,２５２

４ 基 金 積 立 金 ４,４３８ １１ ４,４４９

１ 基 金 積 立 金 ４,４３８ １１ ４,４４９

５ 諸 支 出 金 １１２,１０３ １３２,９４３ ２４５,０４６

１ 償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 １１,５１１ １３３,７１７ １４５,２２８

２ 重層的支援体制
整備事業繰出金 １００,５９２ △７７４ ９９,８１８

歳 出 合 計 ４２,９７２,１７０ １,８４８,５６０ ４４,８２０,７３０



議案第１１号

令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第３号)

令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５３, ５０４千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２, ４９５, １２８千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第３号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 ５,３７８,２３８ １５７,５７１ ５,５３５,８０９

１ 後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 ５,３７８,２３８ １５７,５７１ ５,５３５,８０９

３ 繰 入 金 ６,７３２,９８２ △９９,３００ ６,６３３,６８２

１ 一般会計繰入金 ６,７３２,９８２ △９９,３００ ６,６３３,６８２

４ 繰 越 金 １ ２３１,８４２ ２３１,８４３

１ 繰 越 金 １ ２３１,８４２ ２３１,８４３

５ 諸 収 入 ２２,００７ ６１,７４１ ８３,７４８

１ 雑 入 ２２,００７ ６１,７４１ ８３,７４８

６ 国 庫 支 出 金 ８,３８５ １,６５０ １０,０３５

１ 国 庫 補 助 金 ８,３８５ １,６５０ １０,０３５

歳 入 合 計 １２,１４１,６２４ ３５３,５０４ １２,４９５,１２８

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 後期高齢者医療
広域連合納付金 １２,０３０,４６４ ３５３,５０４ １２,３８３,９６８

１ 後期高齢者医療
広域連合納付金 １２,０３０,４６４ ３５３,５０４ １２,３８３,９６８

歳 出 合 計 １２,１４１,６２４ ３５３,５０４ １２,４９５,１２８



議案第１２号

令和７年度和歌山市水道事業会計補正予算 (第３号)

第１条 令和７年度和歌山市水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条を次のように改

める｡

� 給 水 戸 数 １８７,０３３戸

� 年間総配水量 ４５,０６４,０００�

� 一日平均配水量 １２３,４６３�

� 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３,２６７,７６３千円

配水施設整備事業 ２３３,７３１千円

原浄水施設新設改良事業 １,５３３,２５３千円

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 水道事業収益 ８,７２８,３６９千円 △２５,５２１千円 ８,７０２,８４８千円

第１項 営 業 収 益 ８,１４１,１３９千円 △２３,４１９千円 ８,１１７,７２０千円

第２項 営 業 外 収 益 ５８７,２３０千円 △２,１０２千円 ５８５,１２８千円

支 出

第１款 水道事業費 ７,３６９,７５９千円 ９５,０９５千円 ７,４６４,８５４千円

第１項 営 業 費 用 ６,７２８,９０７千円 ３７,５６０千円 ６,７６６,４６７千円

第２項 営 業 外 費 用 ６０７,８５２千円 ５７,５３５千円 ６６５,３８７千円

第４条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３, ９６９,

８５７千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３, ８７９, １２３千円｣ に､

｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４９３, ８５３千円､ 過年度分損益勘定留

保資金３２８, ５２３千円､ 当年度分損益勘定留保資金２, ９０１, ４９２千円及び当年度利

益剰余金処分額２４５, ９８９千円｣ を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４

３６, ５１４千円､ 過年度分損益勘定留保資金３２８, ５２３千円､ 当年度分損益勘定留保資

金２, ９２５, ５４６千円及び当年度利益剰余金処分額１８８, ５４０千円｣ に改め､ 資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 水道事業資本的収入 ４,４５４,９４２千円 △５４３,２３７千円 ３,９１１,７０５千円

第１項 企 業 債 ３,１５５,１００千円 △２２１,７００千円 ２,９３３,４００千円
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第２項 出 資 金 ８８８,１５７千円 △１３４,６２９千円 ７５３,５２８千円

第３項 補 助 金 １７３,４９９千円 △１２７,８３６千円 ４５,６６３千円

第４項 負 担 金 ２３１,３７０千円 △５３,６５６千円 １７７,７１４千円

第５項 固定資産売却代金 ６,８１６千円 △５,４１６千円 １,４００千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 ８,４２４,７９９千円 △６３３,９７１千円 ７,７９０,８２８千円

第１項 建 設 改 良 費 ５,７０６,４１８千円 △６３６,９４９千円 ５,０６９,４６９千円

第３項 その他資本的支出 －千円 ２,９７８千円 ２,９７８千円

第５条 予算第６条の表を次のように改める｡

第６条 予算第９条第１号に定めた経費の金額を次のように改める｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

� 職 員 給 与 費 １,１６６,７３６千円 ４３,０７７千円 １,２０９,８１３千円

第７条 予算第１０条中 ｢１３, ３３１千円｣ を ｢１１, ８４９千円｣ に改める｡

第８条 予算第１１条中 ｢２４５, ９８９千円｣ を ｢１８８, ５４０千円｣ に改め､ 次のように

処分するものとする｡

� 減 債 積 立 金 １８８,５４０千円

第９条 予算第１２条中 ｢３３４, ９５９千円｣ を ｢３２８, ５５４千円｣ に改める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

１,８７８,８００

５９,９００

９９４,７００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



議案第１３号

令和７年度和歌山市工業用水道事業会計補正予算 (第２号)

第１条 令和７年度和歌山市工業用水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市工業用水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条を次のよ

うに改める｡

� 給 水 工 場 数 ４３工場

� 年間総配水量 ７８,０２２,０００�

� 一日平均配水量 ２１３,７５９�

� 主要な建設改良事業

配水施設整備事業 ９,６３４千円

原浄水施設新設改良事業 ４１０,２９２千円

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２,２７８,８６０千円 △５,４３８千円 ２,２７３,４２２千円

第１項 営 業 収 益 ２,２０４,９７５千円 △７,０５５千円 ２,１９７,９２０千円

第２項 営 業 外 収 益 ７３,８８５千円 １,６１７千円 ７５,５０２千円

支 出

第１款 工業用水道事業費 １,８３５,４２７千円 △６８,０８８千円 １,７６７,３３９千円

第１項 営 業 費 用 １,６８３,７８９千円 △６５,９１２千円 １,６１７,８７７千円

第２項 営 業 外 費 用 １４１,６３８千円 △２,１７６千円 １３９,４６２千円

第４条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６８, ６６９

千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８２１, １５５千円｣ に､ ｢当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３４, １２４千円及び減債積立金３４, ５４５千円

｣ を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３４, １１３千円､ 減債積立金４２５,

２０２千円､ 建設改良積立金６８, ５１２千円及び過年度分損益勘定留保資金２９３, ３２８

千円｣ に改め､ 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 工 業 用 水 道 事 業 ７７９,５００千円 ３８,７５５千円 ８１８,２５５千円
資 本 的 収 入

第１項 企 業 債 ２１８,０００千円 △２００千円 ２１７,８００千円

第２項 補 助 金 ６１,５００千円 ３８,９５５千円 １００,４５５千円

支 出
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第１款 工 業 用 水 道 事 業 ８４８,１６９千円 ７９１,２４１千円 １,６３９,４１０千円
資 本 的 支 出

第１項 建 設 改 良 費 ４２２,９６７千円 △２,０８７千円 ４２０,８８０千円

第３項 投 資 －千円 ７９３,３２８千円 ７９３,３２８千円

第５条 予算第６条を次のように改める｡

第６条 予算第９条第１号に定めた経費の金額を次のように改める｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

� 職 員 給 与 費 ３０２,９９２千円 △１６,５９９千円 ２８６,３９３千円

第７条 予算第１０条中 ｢４, １０４千円｣ を ｢２, ３９０千円｣ に改める｡

第８条 予算第１１条中 ｢１０２, １９７千円｣ を ｢１０２, ３４０千円｣ に改める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

― 63 ―

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

施 設
整 備 事 業

千円

２１７,８００
普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



議案第１４号

令和７年度和歌山市公共下水道事業会計補正予算 (第３号)

第１条 令和７年度和歌山市公共下水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市公共下水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条を次のよ

うに改める｡

� 処 理 面 積 ２,４９５ha

� 年間処理水量 ２８,３１５,０００�

� 一日平均処理水量 ７７,５７５�

� 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ２,８８１,０５６千円

ポンプ場整備事業 ６８４,３３９千円

処理場整備事業 １,００５,８１０千円

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 下水道事業収益 １２,２４４,８７４千円 ４２,８３４千円 １２,２８７,７０８千円

第１項 営 業 収 益 ６,４５０,５８２千円 ５２,７３０千円 ６,５０３,３１２千円

第２項 営 業 外 収 益 ５,７９４,２９２千円 △１３,２６４千円 ５,７８１,０２８千円

第３項 特 別 利 益 －千円 ３,３６８千円 ３,３６８千円

支 出

第１款 下水道事業費 １０,８４６,５５５千円 １４３,７０９千円 １０,９９０,２６４千円

第１項 営 業 費 用 ９,８９６,６３５千円 １５０,１２８千円 １０,０４６,７６３千円

第２項 営 業 外 費 用 ９３２,９２０千円 △６,４１９千円 ９２６,５０１千円

第４条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５, ２８４,

１４６千円｣ を ｢資本的収入額 (他会計からの長期借入金７９３, ３２８千円を除く｡ ) が資

本的支出額に対し不足する額５, ２６８, ０８９千円｣ に､ ｢当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額２３７, ８５９千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ８９４, ３３７千円､

繰越利益剰余金処分額２５７, ４２５千円及び当年度利益剰余金処分額８９４, ５２５千円｣

を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１８７, ０７４千円､ 減債積立金２５７,

４２５千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ９１３, ４４４千円及び当年度利益剰余金処分額

９１０, １４６千円｣ に改め､ 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 ７,５８５,７８８千円 ７４,３４５千円 ７,６６０,１３３千円
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第１項 企 業 債 ４,０１０,３００千円 △４５４,５００千円 ３,５５５,８００千円

第２項 補 助 金 ２,７２０,３８７千円 △２５２,３９６千円 ２,４６７,９９１千円

第３項 負 担 金 ８５４,１０１千円 △１２,０８７千円 ８４２,０１４千円

第５項 他会計からの長期借入金 －千円 ７９３,３２８千円 ７９３,３２８千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 １２,８６９,９３４千円 △７３５,０４０千円 １２,１３４,８９４千円

第１項 建 設 改 良 費 ５,３１７,５１５千円 △７３５,０４０千円 ４,５８２,４７５千円

第５条 予算第６条の表を次のように改める｡

第６条 予算第９条第１号に定めた経費の金額を次のように改める｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

� 職 員 給 与 費 ８７０,０９７千円 ８９,３８７千円 ９５９,４８４千円

第７条 予算第１０条中 ｢７, ９１１, １９０千円｣ を ｢７, ９８６, ２３４千円｣ に改める｡

第８条 予算第１１条中 ｢１, １５１, ９５０千円｣ を ｢９１０, １４６千円｣ に改め､ 次のよ

うに処分するものとする｡

� 減 債 積 立 金 ９１０,１４６千円

第９条 予算第１２条中 ｢２２１, ６３１千円｣ を ｢２２２, ５００千円｣ に改める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共下水道
事 業

公共下水道
事業借換債

資 本 費
平 準 化 債

千円

２,３４５,５００

４５１,４００

７５８,９００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



議案第１５号

令和７年度和歌山市農業集落排水事業会計補正予算 (第１号)

第１条 令和７年度和歌山市農業集落排水事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市農業集落排水事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条を次の

ように改める｡

� 処 理 戸 数 ３３０戸

� 年間処理水量 ９３,１００�

� 一日平均処理水量 ２５５�

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 農業集落排水事業収益 １３５,２１３千円 △３,９８５千円 １３１,２２８千円

第１項 営 業 収 益 １６,６７４千円 ６７千円 １６,７４１千円

第２項 営 業 外 収 益 １１８,５３９千円 △４,０５２千円 １１４,４８７千円

支 出

第１款 農業集落排水事業費 １１８,３０４千円 １９３千円 １１８,４９７千円

第１項 営 業 費 用 １１０,５４９千円 ４８５千円 １１１,０３４千円

第２項 営 業 外 費 用 ６,７３５千円 △２９２千円 ６,４４３千円

第４条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４, ４０６

千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４, ４０７千円｣ に､ ｢過年度分

損益勘定留保資金２, ６２０千円､ 当年度分損益勘定留保資金２７, ６３０千円及び繰越利益

剰余金処分額１４, １５６千円｣ を ｢減債積立金１９, ６０８千円､ 過年度分損益勘定留保資

金２, ５５５千円及び当年度分損益勘定留保資金２２, ２４４千円｣ に改め､ 資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 農業集落排水事業 ６,１５３千円 △１１２千円 ６,０４１千円
資 本 的 収 入

第１項 補 助 金 ６,１５３千円 △１１２千円 ６,０４１千円

支 出

第１款 農業集落排水事業 ５０,５５９千円 △１１１千円 ５０,４４８千円
資 本 的 支 出

第１項 建 設 改 良 費 １,２４４千円 △１１１千円 １,１３３千円

第５条 予算第７条第１号に定めた経費の金額を次のように改める｡
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(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

� 職 員 給 与 費 １７,２９１千円 ５千円 １７,２９６千円

第６条 予算第８条中 ｢１０６, ８２５千円｣ を ｢１０２, ６６６千円｣ に改める｡

第７条 予算第１０条中 ｢１, ９９９千円｣ を ｢２, ３５４千円｣ に改める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第１６号

令和７年度和歌山市漁業集落排水事業会計補正予算 (第１号)

第１条 令和７年度和歌山市漁業集落排水事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市漁業集落排水事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条を次の

ように改める｡

� 処 理 戸 数 ６３８戸

� 年間処理水量 １２６,７００�

� 一日平均処理水量 ３４７�

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 漁業集落排水事業収益 １４９,６４２千円 △３,６２８千円 １４６,０１４千円

第１項 営 業 収 益 ２９,７８２千円 △６３８千円 ２９,１４４千円

第２項 営 業 外 収 益 １１９,８６０千円 △３,１８１千円 １１６,６７９千円

第３項 特 別 利 益 －千円 １９１千円 １９１千円

支 出

第１款 漁業集落排水事業費 １３５,３９６千円 １３５千円 １３５,５３１千円

第１項 営 業 費 用 １２４,２１７千円 ３７３千円 １２４,５９０千円

第２項 営 業 外 費 用 １０,１５９千円 △２３８千円 ９,９２１千円

第４条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４, ６６１

千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４, ６６３千円｣ に､ ｢過年度分

損益勘定留保資金２, １７２千円､ 当年度分損益勘定留保資金３０, ５２０千円及び繰越利益

剰余金処分額１１, ９６９千円｣ を ｢減債積立金１６, ６８４千円､ 過年度分損益勘定留保資

金２, １６１千円及び当年度分損益勘定留保資金２５, ８１８千円｣ に改め､ 資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 漁業集落排水事業 ８,３９１千円 △８千円 ８,３８３千円
資 本 的 収 入

第１項 補 助 金 ８,３７２千円 △８千円 ８,３６４千円

支 出

第１款 漁業集落排水事業 ５３,０５２千円 △６千円 ５３,０４６千円
資 本 的 支 出

第１項 建 設 改 良 費 ３,４９７千円 △６千円 ３,４９１千円
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第５条 予算第７条第１号に定めた経費の金額を次のように改める｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

� 職 員 給 与 費 １７,２９１千円 ５千円 １７,２９６千円

第６条 予算第８条中 ｢１０６, ６８４千円｣ を ｢１０３, ５２３千円｣ に改める｡

第７条 予算第１０条中 ｢１, ６８３千円｣ を ｢１, ８９９千円｣ に改める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第１７号

和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例

和歌山市火災予防条例 (昭和３７年条例第１１号) の一部を次のように改正する｡

第８条の２の見出しを ｢ (一般サウナ設備) ｣ に改め､ 同条第１項中 ｢サウナ室に設ける放熱

設備 (以下 ｢サウナ設備｣ という｡ ) ｣ を ｢一般サウナ設備 (簡易サウナ設備以外のサウナ設備

(サウナ室に設ける放熱設備をいう｡ ) をいう｡ 以下同じ｡ ) ｣ に改め､ 同項第２号及び同条第

２項中 ｢サウナ設備｣ を ｢一般サウナ設備｣ に改め､ 同条を第８条の３とし､ 第８条の次に次の

１条を加える｡

(簡易サウナ設備)

第８条の２ 簡易サウナ設備 (屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室 (

サウナ室のうちテントを活用したものをいう｡ ) 又はバレル型サウナ室 (サウナ室のうち円筒

形であり､ かつ､ 木製のものをいう｡ ) に設ける放熱設備であつて､ 定格出力６キロワット以

下のものであり､ かつ､ 薪又は電気を熱源とするものをいう｡ 以下同じ｡ ) の位置及び構造は､

次に掲げる基準によらなければならない｡

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き､ 建築物等及び可燃性の物品から

火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準に

より得られる距離以上の距離を保つこと｡

(２) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手

動及び自動の装置を設けること｡ ただし､ 薪を熱源とする簡易サウナ設備にあつては､ その

周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は､ この

限りでない｡

２ 前項に規定するもののほか､ 簡易サウナ設備の位置､ 構造及び管理の基準については､ 第３

条 (第１項第１号､ 第１０号から第１４号まで及び第１７号から第１８号の３まで､ 第２項第

６号､ 第３項並びに第４項を除く｡ ) 及び第５条第１項の規定を準用する｡

第３０条の７第１項第１号中 ｢住宅用防災機器｣ の次に ｢､ 感震ブレーカー｣ を加える｡

第３７条第２項第５号中 ｢サウナ設備｣ を ｢簡易サウナ設備又は一般サウナ設備｣ に改める｡

第５５条第６号の次に次の１号を加える｡

(６) の２ 簡易サウナ設備 (個人が設けるものを除く｡ )

第５５条第７号中 ｢サウナ設備｣ を ｢一般サウナ設備｣ に改める｡

附 則
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この条例は､ 令和８年３月３１日から施行する｡
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整理番号 路 線 名 起 点
終 点 備 考

１１－２６４ 宮２６４号線 和歌山市有家
和歌山市有家

１９－１２８ 三田１２８号線 和歌山市和田
和歌山市和田

２２－４２４ 貴志４２４号線 和歌山市向
和歌山市向

２２－４２５ 貴志４２５号線 和歌山市向
和歌山市向

２５－１８４ 岡崎１８４号線 和歌山市森小手穂
和歌山市森小手穂

２５－１８５ 岡崎１８５号線 和歌山市神前
和歌山市神前

２５－１８６ 岡崎１８６号線 和歌山市井辺
和歌山市井辺

３２－７７ 直川７７号線 和歌山市直川
和歌山市直川

３２－７８ 直川７８号線 和歌山市直川
和歌山市直川

３２－７９ 直川７９号線 和歌山市直川
和歌山市直川

議案第１８号

市道路線認定について

道路法第８条第２項の規定により市道の路線を次のとおり認定する｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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整理番号 旧新別 路 線 名 起 点
終 点 備 考

２５－１５５
旧 岡崎１５５号線 和歌山市神前

和歌山市神前

新 岡崎１５５号線 和歌山市神前
和歌山市神前 終点の変更

３０－１０６
旧 南畑黒谷線 和歌山市黒谷

和歌山市黒谷

新 南畑黒谷線 和歌山市黒谷
和歌山市黒谷 終点の変更

３２－７０
旧 直川７０号線 和歌山市直川

和歌山市直川

新 直川７０号線 和歌山市直川
和歌山市直川 終点の変更

議案第１９号

市道路線変更について

道路法第１０条第３項の規定により市道の路線を次のとおり変更する｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第２０号

財産の無償譲渡について

次のとおり建物を無償譲渡する｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

１ 建物の所在地､ 種別､ 数量

和歌山市小雑賀２丁目４３１番１

消防出張所 消防署 鉄筋コンクリート造 １棟 ２８４. ２８㎡

車庫 鉄骨造 １棟 ６２. ５５㎡

プロパン庫 コンクリートブロック造 １棟 ７. ４４㎡

待機室・倉庫 コンクリートブロック造 １棟 ３２. ０７㎡

上記建物に係る附帯施設 一式

２ 評価額 １, ５１７, ７７０円

３ 譲渡の相手方

和歌山県和歌山市田屋１３８番地

株式会社 松源

４ 譲渡の条件

(１) 譲渡時期は､ 令和８年４月１日とする｡

(２) 本建物は､ 借地上に存するものであり､ 解体撤去に要する費用が当該評価額を上回ること

から､ 無償譲渡するものとする｡

(３) 本建物は､ 現状有姿で譲渡するものとし､ 本市は契約不適合責任を負わないものとする｡
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議案第２１号

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１１号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３, ５３０, ３０８千円を追加し､ 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１７６, ９９５, ５６６千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(地方債の補正)

第２条 地方債の追加変更は､ ｢第２表 地方債補正｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 ４２,９７１,６８１ ２,０３２,６７３ ４５,００４,３５４

１ 国 庫 負 担 金 ２８,２３５,９４９ ７２４,５００ ２８,９６０,４４９

２ 国 庫 補 助 金 ４,５０２,７５１ ５７３,８８２ ５,０７６,６３３

３ 国 庫 交 付 金 １０,２０６,５０８ ７３４,２９１ １０,９４０,７９９

16 県 支 出 金 １３,２５２,１８７ ７９,６５０ １３,３３１,８３７

１ 県 負 担 金 ９,５７８,３０７ ４４,３９０ ９,６２２,６９７

２ 県 補 助 金 ２,６９９,４４０ ３５,２６０ ２,７３４,７００

19 繰 入 金 ２,００６,３５７ ４９６,８９３ ２,５０３,２５０

１ 基 金 繰 入 金 １,８９８,２７４ ４９６,８９３ ２,３９５,１６７

21 諸 収 入 ２,８３６,３５７ ９２ ２,８３６,４４９

７ 雑 入 １,３９９,６７７ ９２ １,３９９,７６９

22 市 債 ７,３２４,５００ ９２１,０００ ８,２４５,５００

１ 市 債 ７,３２４,５００ ９２１,０００ ８,２４５,５００

歳 入 合 計 １７３,４６５,２５８ ３,５３０,３０８ １７６,９９５,５６６
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １８,９８１,６９１ ７,６５６ １８,９８９,３４７

４ 戸籍住民基本
台 帳 費 ７２５,７６１ ７,６５６ ７３３,４１７

３ 民 生 費 ８２,９８２,７６３ １,９６６,０５０ ８４,９４８,８１３

２ 生 活 保 護 費 １８,７５２,０１２ １,１５２,３５５ １９,９０４,３６７

３ 児 童 福 祉 費 ２６,１９０,１３７ ８１０,３９７ ２７,０００,５３４

６ 市 民 福 祉 費 ５２３,６５４ ３,２９８ ５２６,９５２

４ 衛 生 費 １０,０７４,１９８ ９５,８４５ １０,１７０,０４３

１ 保 健 衛 生 費 ４,５５７,８９６ ９５,８４５ ４,６５３,７４１

５ 農林水産業費 １,０２２,６２９ ４８,４５０ １,０７１,０７９

１ 農 業 費 ７４４,８１８ ４８,４５０ ７９３,２６８

７ 土 木 費 １０,０１６,９９５ ９５６,９５７ １０,９７３,９５２

１ 土 木 管 理 費 １,０４３,０４４ ６２,３７１ １,１０５,４１５

２ 道 路 橋 梁 費 ４,０６９,１８０ ６１０,４５５ ４,６７９,６３５

３ 河 川 費 ４０９,８１５ ９９,１４０ ５０８,９５５

４ 都 市 計 画 費 １,０２９,９５３ １８,５９１ １,０４８,５４４

５ 都市計画道路費 ４７６,７３６ １３０,０００ ６０６,７３６

６ 公 園 費 ５２２,２８１ ３６,４００ ５５８,６８１

９ 教 育 費 １０,３８１,６２１ ２３,６８５ １０,４０５,３０６

１ 教 育 総 務 費 ２,２８８,８５９ １３,０５２ ２,３０１,９１１

６ 社 会 教 育 費 ２,１８５,８５６ １０,６３３ ２,１９６,４８９

12 諸 支 出 金 ８,９６０,１９０ ４３１,６６５ ９,３９１,８５５

１ 公 営 企 業 費 ８,７５４,００１ ４３１,６６５ ９,１８５,６６６

歳 出 合 計 １７３,４６５,２５８ ３,５３０,３０８ １７６,９９５,５６６
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第２表

地 方 債 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

コミュニティ
センター建設
事業

5,800 証書借入又
は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 5,800

２ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

児童館整備事
業 300 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

7,200 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

隣保館整備事
業 2,000 〃 〃 〃 4,900 〃 〃 〃

農業施設整備
事業 170,400 〃 〃 〃 184,800 〃 〃 〃

道路施設改善
事業 1,002,800 〃 〃 〃 1,016,300 〃 〃 〃

地方道整備事
業 691,200 〃 〃 〃 984,300 〃 〃 〃

河川県工事負
担金 10,100 〃 〃 〃 19,200 〃 〃 〃

準用河川改修
事業 67,700 〃 〃 〃 127,700 〃 〃 〃

街路事業 226,200 〃 〃 〃 291,200 〃 〃 〃

公園施設整備
事業 113,600 〃 〃 〃 132,300 〃 〃 〃

水道事業会計
出資金 753,500 〃 〃 〃 1,185,100 〃 〃 〃

計 7,324,500 8,239,700



議案第２２号

令和７年度和歌山市水道事業会計補正予算 (第４号)

第１条 令和７年度和歌山市水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条第４号を次のよ

うに改める｡

� 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３,４５８,８３８千円

配水施設整備事業 ８９７,９１３千円

原浄水施設新設改良事業 ２,５４８,４７５千円

第３条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３, ８７９,

１２３千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４, １５３, ７４４千円｣ に､

｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４３６, ５１４千円､ 過年度分損益勘定留

保資金３２８, ５２３千円､ 当年度分損益勘定留保資金２, ９２５, ５４６千円及び当年度利

益剰余金処分額１８８, ５４０千円｣ を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６

０６, ５５７千円､ 過年度分損益勘定留保資金３２８, ５２３千円､ 当年度分損益勘定留保資

金２, ９２５, ５４６千円及び当年度利益剰余金処分額２９３, １１８千円｣ に改め､ 資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 水道事業資本的収入 ３,９１１,７０５千円 １,５９５,８５８千円 ５,５０７,５６３千円

第１項 企 業 債 ２,９３３,４００千円 ８２３,４００千円 ３,７５６,８００千円

第２項 出 資 金 ７５３,５２８千円 ４３１,６６５千円 １,１８５,１９３千円

第３項 補 助 金 ４５,６６３千円 ３４０,７９３千円 ３８６,４５６千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 ７,７９０,８２８千円 １,８７０,４７９千円 ９,６６１,３０７千円

第１項 建 設 改 良 費 ５,０６９,４６９千円 １,８７０,４７９千円 ６,９３９,９４８千円

第４条 予算第６条の表を次のように改める｡

― 9―

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

１,９８８,５００

２１４,８００

１,５５３,５００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換



第５条 予算第１１条中 ｢１８８, ５４０千円｣ を ｢２９３, １１８千円｣ に改め､ 次のように

処分するものとする｡

� 減 債 積 立 金 ２９３,１１８千円

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

― 10 ―

えることができる｡



議案第２３号

令和７年度和歌山市公共下水道事業会計補正予算 (第４号)

第１条 令和７年度和歌山市公共下水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市公共下水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条第４号を

次のように改める｡

� 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ３,１２２,８０６千円

ポンプ場整備事業 ６８４,３３９千円

処理場整備事業 １,０４０,８１０千円

第３条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額 (他会計からの長期借入金７９３, ３２８千円

を除く｡ ) が資本的支出額に対し不足する額５, ２６８, ０８９千円｣ を ｢資本的収入額 (他

会計からの長期借入金７９３, ３２８千円を除く｡ ) が資本的支出額に対し不足する額５, ２

８２, ８３９千円｣ に､ ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１８７, ０７４千

円､ 減債積立金２５７, ４２５千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ９１３, ４４４千円及び

当年度利益剰余金処分額９１０, １４６千円｣ を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額２０１, ８０４千円､ 減債積立金２５７, ４２５千円､ 当年度分損益勘定留保資金３,

９１３, ４４４千円及び当年度利益剰余金処分額９１０, １６６千円｣ に改め､ 資本的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 ７,６６０,１３３千円 ２６２,０００千円 ７,９２２,１３３千円

第１項 企 業 債 ３,５５５,８００千円 １４７,３００千円 ３,７０３,１００千円

第２項 補 助 金 ２,４６７,９９１千円 １１４,７００千円 ２,５８２,６９１千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 １２,１３４,８９４千円 ２７６,７５０千円 １２,４１１,６４４千円

第１項 建 設 改 良 費 ４,５８２,４７５千円 ２７６,７５０千円 ４,８５９,２２５千円

第４条 予算第６条の表を次のように改める｡
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起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共下水道
事 業

公共下水道
事業借換債

資 本 費
平 準 化 債

千円

２,４９２,８００

４５１,４００

７５８,９００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換



第５条 予算第１１条中 ｢９１０, １４６千円｣ を ｢９１０, １６６千円｣ に改め､ 次のように

処分するものとする｡

� 減 債 積 立 金 ９１０,１６６千円

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

― 12 ―

えることができる｡



議案第２４号

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１２号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１２号) は､ 次に定めるところによる｡

(繰越明許費)

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は､ ｢第１表 繰越明許費｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

― 5―



第１表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

２ 総 務 費 ３１９,９５１

１ 総 務 管 理 費 ３０９,１７３

庁舎管理事業 ５２,８０４

財産管理事業 ２,２００

標準準拠・保険系システム移行事業 ２０５,７６８

システム標準化対応事業 １０,１２１

防災情報システム整備事業 ３８,２８０

２ 徴 税 費 ３,１２２

システム標準化対応事業 ３,１２２

４ 戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 ７,６５６

旧氏及び旧氏振り仮名記載事業 ７,６５６

３ 民 生 費 ２,２６０,４１５

１ 社 会 福 祉 費 １３５,３６５

介護施設整備費助成事業 １３５,３６５

２ 生 活 保 護 費 １,１５２,３５５

生活保護費追加給付事業 １,１５２,３５５

３ 児 童 福 祉 費 ９６８,５０９

物価高対応子育て応援手当支給事業 １５６,０２０

物価高騰対応子育て支援事業 ５２２,５８３

物価高騰対応園児等給食費支援事業 ２８０,０４５

児童館整備事業 ９,８６１

６ 市 民 福 祉 費 ４,１８６

隣保館整備事業 ４,１８６

４ 衛 生 費 １１２,０９２

１ 保 健 衛 生 費 ９５,１３３

物価高騰対応妊婦支援事業 ９５,１３３

２ 清 掃 費 １６,９５９



(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

清掃工場施設整備事業 １６,９５９

５ 農 林
水 産 業 費 ６８,２１５

１ 農 業 費 ６８,２１５

農業施設改良事業 ６８,２１５

６ 商 工 費 ２,３６６,８７０

１ 商 工 費 ２,３１１,８２６

物価高騰対策地域商品券配布事業 ２,３１１,８２６

２ 観 光 費 ５５,０４４

和歌山城公園動物園クマ園舎改修事
業 ５５,０４４

７ 土 木 費 ３,７５３,０３１

１ 土 木 管 理 費 ６２,３７１

地籍調査事業 ６２,３７１

２ 道 路 橋 梁 費 ２,３１６,８２７

道路維持事業 ７４６,３５０

道路新設改良事業 ４９,７９９

地方道整備事業 １,５１９,１７３

交通安全施設整備事業 １,５０５

３ 河 川 費 ２３３,３５１

河川整備事業 ８６,８０５

準用河川改修事業 １４６,５４６

４ 都 市 計 画 費 ２４,５９７

都市計画マスタープラン等改定事業 １８,５９１

都市再生整備計画効果分析事業 ６,００６

５ 都市計画道路費 ４８６,４１６

街路事業 ４８６,４１６

６ 公 園 費 １４３,０４２

公園整備事業 １４３,０４２

７ 下 水 道 費 ５２,７６４

下水道施設管理事業 ４４,７７８



(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

下水路整備事業 ７,９８６

８ 住 宅 費 ４３３,６６３

住宅管理事業 ２２９,４０３

民間建築物耐震改修促進事業 ２０４,２６０

８ 消 防 費 ６８,５２１

１ 消 防 費 ６８,５２１

消防デジタル無線再整備事業 ６８,５２１

９ 教 育 費 ６５,６２６

１ 教 育 総 務 費 １３,０５２

物価高騰対応園児等給食費支援事業 １３,０５２

２ 小 学 校 費 ３９,０７８

安原小学校吉原分校解体撤去事業 ３９,０７８

６ 社 会 教 育 費 １３,４９６

コミュニティセンター建設事業 １３,４９６

10 災害復旧費 １４４,６９７

１ 土 木 施 設
災 害 復 旧 費 １４４,６９７

道路災害復旧事業 １４４,６９７

12 諸 支 出 金 ８４１,６５６

１ 公 営 企 業 費 ８４１,６５６

水道事業会計出資金 ８４１,６５６

合 計 １０,００１,０７４



議案第２５号

令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第４号)

令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第４号) は､ 次に定めるところによ

る｡

(繰越明許費)

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は､ ｢第１表 繰越明許費｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

１ 総 務 費 ４,６２０

１ 総 務 管 理 費 ４,６２０

システム標準化対応事業 ４,６２０

合 計 ４,６２０



議案第２６号

令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第４号)

令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第４号) は､ 次に定めるところによる｡

(繰越明許費)

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は､ ｢第１表 繰越明許費｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

１ 卸売市場費 ８０５,４２７

１ 卸 売 市 場 費 ８０５,４２７

中央卸売市場整備事業 ８０５,４２７

合 計 ８０５,４２７



議案第２７号

令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第４号)

令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第４号) は､ 次に定めるところによる｡

(繰越明許費)

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は､ ｢第１表 繰越明許費｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

１ 総 務 費 ５,５７４

１ 総 務 管 理 費 １,６５０

システム標準化対応事業 １,６５０

２ 介 護 認 定 費 ３,９２４

システム標準化対応事業 ３,９２４

合 計 ５,５７４



議案第２８号

令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第４号)

令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第４号) は､ 次に定めるところによる｡

(繰越明許費)

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は､ ｢第１表 繰越明許費｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)
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款 項 事 業 名 金 額

１ 総 務 費 １,６５０

１ 総 務 管 理 費 １,６５０

システム標準化対応事業 １,６５０

合 計 １,６５０



 

 
 

    議案第２９号 

 

 

       工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

 

    工事請負契約を次のとおり締結したいので、和歌山市財務に関する条例（昭和３９年条例第 

    １２号）第１１条の規定により、議会の議決を求める。 

 

    令和８年２月１９日提出 

 

                                和歌山県和歌山市長  尾  花  正  啓 

 
 

  工 事 名 中央卸売市場旧青果卸売場棟外解体撤去及び屋外付帯工事  

 工 事 場 所 和歌山市西浜１６６０番４０１ 

 請 負 代 金 額 ７４０，８８３，０００円 

契 約 の 相 手 方  

和歌山県和歌山市狐島１９－１  

株式会社合同興業和歌山支店    

和歌山支店長 大 嶋 廣 士 

 契 約 方 法 一般競争入札 
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議案第３０号 

 

   工 事 請 負 変 更 契 約 の 締 結 に つ い て 

 

 令和７年２月２６日に議会の議決を経た工事請負変更契約について、次のとおり変更契約を

締結したいので、和歌山市財務に関する条例（昭和３９年条例第１２号）第１１条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  令和８年２月１９日提出 

 

                         和歌山県和歌山市長  尾  花  正  啓    

 
 

工 事 名 

 
市道加太１０２号線災害復旧工事 

 

工 事 場 所  

 

 

和歌山市加太地内 

 

変更前の請負代金額 ９２９，１５４，６００円 

変更後の請負代金額 ９９６，３０３，０００円 

契 約 の 相 手 方  
和歌山市吉田５６３番地の１ 

弘安建設株式会社 

代表取締役 池 上 元 一 

変 更 理 由  賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の増額変更等のため。 
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議案第３１号

令和８年度和歌山市一般会計予算

令和８年度和歌山市の一般会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１６５, ７６８, ９４５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

(地方債)

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限

度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第３表 地方債｣ による｡

(一時借入金)

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ ３０,

０００, ０００千円と定める｡

(歳出予算の流用)

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 各項に計上した給料､ 職員手当等及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

― 5―



― 6―

第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 市 税 ６２,１５５,２５３

１ 市 民 税 ２５,２７７,６８０

２ 固 定 資 産 税 ２６,０４０,０５２

３ 軽 自 動 車 税 １,２３７,４３１

４ 市 た ば こ 税 ２,８４５,９５９

５ 鉱 産 税 １

６ 都 市 計 画 税 ４,３５４,２７０

７ 事 業 所 税 ２,３５４,１６０

８ 入 湯 税 ３５,７００

９ 旧 法 に よ る 税 １０,０００

２ 地 方 譲 与 税 ８４３,０００

１ 特 別 と ん 譲 与 税 １３０,０００

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 ５３２,０００

３ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １３１,０００

４ 森 林 環 境 譲 与 税 ５０,０００

３ 利 子 割 交 付 金 １３１,０００

１ 利 子 割 交 付 金 １３１,０００

４ 配 当 割 交 付 金 ６５１,０００

１ 配 当 割 交 付 金 ６５１,０００

５ 株式等譲渡所得割交付金 ８８０,０００

１ 株式等譲渡所得割交付金 ８８０,０００

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 ６１５,０００

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 ６１５,０００

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 １０,６０６,０００

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 １０,６０６,０００

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １４,０００

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １４,０００
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(単位 千円)

款 項 金 額

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 ４,０００

１ 環 境 性 能 割 交 付 金 ４,０００

10 地 方 特 例 交 付 金 ５４６,０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ５４５,０００

２ 新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補�特別交付金

１,０００

11 地 方 交 付 税 １８,５３０,０００

１ 地 方 交 付 税 １８,５３０,０００

12 交通安全対策特別交付金 ３０,０００

１ 交通安全対策特別交付金 ３０,０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ７７１,８５６

１ 負 担 金 ７７１,８５６

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ２,５７３,３７０

１ 使 用 料 １,８７６,４９１

２ 手 数 料 ６９６,８７９

15 国 庫 支 出 金 ３７,７１８,２８８

１ 国 庫 負 担 金 ２８,０４５,９５４

２ 国 庫 補 助 金 ３,３０１,７２５

３ 国 庫 交 付 金 ６,３４４,２３６

４ 国 庫 委 託 金 ２６,３７３

16 県 支 出 金 １５,６１２,３８０

１ 県 負 担 金 ９,５８３,７５８

２ 県 補 助 金 ５,２４３,１４０

３ 県 交 付 金 ７４１,２０８

４ 県 委 託 金 ４０,７７４

５ 県 貸 付 金 ３,５００

17 財 産 収 入 ５５１,２３６

１ 財 産 運 用 収 入 ４５６,８３６

２ 財 産 売 払 収 入 ９４,４００

18 寄 附 金 ３,００１,７００
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(単位 千円)

款 項 金 額

１ 寄 附 金 ３,００１,７００

19 繰 入 金 １,３６７,３８８

１ 基 金 繰 入 金 １,２６７,９６０

２ 特 別 会 計 繰 入 金 ９９,４２８

20 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

21 諸 収 入 ２,６６１,６７３

１ 延滞金・加算金及び過料 ７８,００１

２ 市 預 金 利 子 １

３ 貸 付 金 収 入 １,３０５,０５１

４ 受 託 事 業 収 入 ９６,６６０

５ 弁 償 金 ３０

６ 雑 入 １,１８１,９３０

( 物 品 売 払 収 入 )

22 市 債 ６,５０５,８００

１ 市 債 ６,５０５,８００

歳 入 合 計 １６５,７６８,９４５
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歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 議 会 費 ８９４,４８７

１ 議 会 費 ８９４,４８７

２ 総 務 費 １３,７３５,２４１

１ 総 務 管 理 費 ９,３２３,６４５

２ 徴 税 費 １,４５１,５９４

３ 市 民 生 活 費 ５９２,６３０

４ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ６８６,１５７

５ 選 挙 費 ３０９,０４０

６ 統 計 調 査 費 ５５,３３７

７ 文 化 ス ポ ー ツ 費 １,１３４,８３６

８ 監 査 委 員 費 １０６,７１９

９ 人 事 委 員 会 費 ７５,２８３

３ 民 生 費 ８２,３１５,０５０

１ 社 会 福 祉 費 ３３,７６３,７５９

２ 生 活 保 護 費 １８,４２９,９７１

３ 児 童 福 祉 費 ２５,９３１,０９６

４ 災 害 救 助 費 １２,２８２

５ 年 金 保 険 費 ３,６１４,０６３

６ 市 民 福 祉 費 ５６３,８７９

４ 衛 生 費 １０,０３８,３４３

１ 保 健 衛 生 費 ４,４２０,７４７

２ 清 掃 費 ５,２４６,３０７

３ 環 境 保 全 費 ３７１,２８９

５ 農 林 水 産 業 費 １,０３６,２９０

１ 農 業 費 ７５１,０８６

２ 農 林 緑 花 費 １４７,１３６

３ 水 産 業 費 １３８,０６８

６ 商 工 費 ３,２１９,９４１

１ 商 工 費 ２,１９２,４０３
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(単位 千円)

款 項 金 額

２ 観 光 費 １,０２７,５３８

７ 土 木 費 １０,３５０,９０４

１ 土 木 管 理 費 １,１０４,０３５

２ 道 路 橋 梁 費 ３,３９６,９３５

３ 河 川 費 ４１２,７５２

４ 都 市 計 画 費 １,１５３,４７６

５ 都 市 計 画 道 路 費 ２６６,８５７

６ 公 園 費 ４８５,６５１

７ 下 水 道 費 ９０６,７８０

８ 住 宅 費 ２,６２４,４１８

８ 消 防 費 ４,８７８,８５４

１ 消 防 費 ４,８７８,８５４

９ 教 育 費 １２,７９２,３１０

１ 教 育 総 務 費 ４,０５１,０２４

２ 小 学 校 費 ２,９１７,８９８

３ 中 学 校 費 ６５０,５７４

４ 高 等 学 校 費 ７７８,５３２

５ 幼 稚 園 費 ５３４,４７２

６ 社 会 教 育 費 ２,１８９,８３９

７ 保 健 体 育 費 １,６６９,９７１

10 災 害 復 旧 費 ４２２,４５１

１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ４２２,４５１

11 公 債 費 １７,２１８,６６７

１ 公 債 費 １７,２１８,６６７

12 諸 支 出 金 ８,７９６,４０７

１ 公 営 企 業 費 ８,５７９,４２６

２ 集 落 排 水 費 ２１６,９８１

13 予 備 費 ７０,０００

１ 予 備 費 ７０,０００
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(単位 千円)

款 項 金 額

歳 出 合 計 １６５,７６８,９４５
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第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

人事・給与・出退勤システム更新事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
４８４,７９６

合 計 ４８４,７９６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

奨学金返還助成事業 (令和８年度募集分)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度

２５０千円×交付対象者
奨学金受取総月数／１２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・福祉系システム移行事業 令 和 ９ 年 度 ４４９,８２３

合 計 ４４９,８２３

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

システム標準化支援事業 令 和 ９ 年 度 ３,９６０

合 計 ３,９６０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・保険系システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
３９８,７５０

合 計 ３９８,７５０
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(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・債権回収システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
６６,４４９

合 計 ６６,４４９

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

住宅使用料システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
１１０,７０６

合 計 １１０,７０６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・福祉系システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
３８６,１５１

合 計 ３８６,１５１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

医療費助成システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
２６８,５００

合 計 ２６８,５００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

財務会計システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
１３９,５２０

合 計 １３９,５２０
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(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

納税通知書封入封緘等委託事業 (個人市民
税及び軽自動車税)

令 和 ９ 年 度 ８６,８３４

合 計 ８６,８３４

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

個人市民税課税資料パンチ委託事業 令 和 ９ 年 度 ２８９

合 計 ２８９

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

納税通知書封入封緘等委託事業 (固定資産
税)

令 和 ９ 年 度 ２７,７７８

合 計 ２７,７７８

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

市議会議員選挙事業 令 和 ９ 年 度 ６２,４１２

合 計 ６２,４１２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

県議会議員選挙事業 令 和 ９ 年 度 ５２,３３０

合 計 ５２,３３０
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(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

和歌山城ホール管理運営事業 (公衆無線Ｌ
ＡＮ管理分)

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
２,２６４

合 計 ２,２６４

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

文化会館照明器具ＬＥＤ化事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ７ 年 度
２６,８６５

合 計 ２６,８６５

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

粗大ごみ収集運搬業務委託事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
４０４,３６４

合 計 ４０４,３６４

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

青岸エネルギーセンター運転管理業務委託
事業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
２,０４０,３０２

合 計 ２,０４０,３０２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

青岸クリーンセンター運転管理業務委託事
業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
４２８,５６０

合 計 ４２８,５６０
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(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

小規模事業者経営改善資金等利子補給事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度

貸付限度額８００, ００
０千円の年１. ０％を上
限として利息相当額の１
／２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

女性・若者・シニア新規開業資金等利子補
給事業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度

貸付限度額２５０, ００
０千円の年１. ０％を上
限として利息相当額の１
／２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

道路照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事業)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
６６,２１０

合 計 ６６,２１０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地方道整備事業 (河西橋) 令 和 ９ 年 度 １７０,０００

合 計 １７０,０００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地方道整備事業 (岡崎１３０号線) 令 和 ９ 年 度 １３０,０００

合 計 １３０,０００
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(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

都市計画マスタープラン等改定事業 令 和 ９ 年 度 １６,８２１

合 計 １６,８２１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

自転車等駐車場照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣ
Ｏ事業)

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
２,２７０

合 計 ２,２７０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

市街地再開発事業 (和歌山市駅前南地区)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
６,６７２,４８６

合 計 ６,６７２,４８６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

公園照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事業)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
１７,６００

合 計 １７,６００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

下水道施設照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事
業)

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
３,２９０

合 計 ３,２９０
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(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

公営住宅システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
５１,９１６

合 計 ５１,９１６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

中学校給食センター運営事業 (令和８年度
物価上昇分)

令 和 ９ 年 度～

令 和 ２ ２ 年 度
２３７,１４３

合 計 ２３７,１４３
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第３表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

庁舎整備事業 147,800 証書借入又
は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

システム整備
事業 1,900 〃 〃 〃

防災基盤整備
事業 6,800 〃 〃 〃

支所・連絡所
整備事業 40,500 〃 〃 〃

文化財保護事
業 6,800 〃 〃 〃

文化施設整備
事業 6,700 〃 〃 〃

スポーツ施設
整備事業 37,500 〃 〃 〃

社会福祉施設
整備事業 5,300 〃 〃 〃

介護保険事業
特別会計繰出
金

400 〃 〃 〃

後期高齢者医
療特別会計繰
出金

400 〃 〃 〃

認定こども園
等整備事業 95,800 〃 〃 〃

保育所整備事
業 23,900 〃 〃 〃

児童館整備事
業 9,300 〃 〃 〃

国民健康保険
事業特別会計
繰出金

400 〃 〃 〃

隣保館整備事
業 16,300 〃 〃 〃

共同浴場整備
事業 4,800 〃 〃 〃

斎場整備事業 70,200 〃 〃 〃

保健所整備事
業 91,400 〃 〃 〃

保健センター
整備事業 8,500 〃 〃 〃

衛生研究所整
備事業 24,300 〃 〃 〃

清掃運搬施設
整備事業 23,700 〃 〃 〃

清掃工場施設
整備事業 248,600 〃 〃 〃

農業施設整備
事業 235,500 〃 〃 〃



― 20 ―

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

四季の郷公園
整備事業 3,600 証書借入又

は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

水産振興事業 2,800 〃 〃 〃

漁港環境整備
事業 1,700 〃 〃 〃

沿岸漁場整備
開発事業 6,500 〃 〃 〃

勤労者総合セ
ンター整備事
業

2,400 〃 〃 〃

和歌山城公園
整備事業 42,700 〃 〃 〃

道路施設改善
事業 1,282,600 〃 〃 〃

緊急避難道路
等整備事業 59,000 〃 〃 〃

地方道整備事
業 359,000 〃 〃 〃

交通安全施設
整備事業 900 〃 〃 〃

河川整備事業 101,100 〃 〃 〃

準用河川改修
事業 67,700 〃 〃 〃

自転車等駐車
場整備事業 14,100 〃 〃 〃

都市再生整備
事業 17,300 〃 〃 〃

都市計画県工
事負担金 7,400 〃 〃 〃

街路事業 119,300 〃 〃 〃

公園施設整備
事業 140,300 〃 〃 〃

水路維持事業 24,000 〃 〃 〃

下水道施設管
理事業 199,000 〃 〃 〃

下水路整備事
業 37,000 〃 〃 〃

住宅改善事業 895,100 〃 〃 〃

消防施設整備
事業 101,400 〃 〃 〃

情報教育設備
整備事業 477,800 〃 〃 〃

教育施設整備
事業 181,600 〃 〃 〃

小学校施設整
備事業 76,700 〃 〃 〃

中学校施設整
備事業 49,500 〃 〃 〃
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(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

高等学校施設
整備事業 23,000 証書借入又

は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

地区集会所整
備事業 2,800 〃 〃 〃

こども科学館
整備事業 3,700 〃 〃 〃

コミュニティ
センター整備
事業

22,900 〃 〃 〃

体育施設整備
事業 93,900 〃 〃 〃

保健体育施設
整備事業 4,500 〃 〃 〃

土木施設災害
復旧事業 126,600 〃 〃 〃

水道事業会計
出資金 640,900 〃 〃 〃

借換債 210,200 〃 〃 〃

計 6,505,800



議案第３２号

令和８年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の国民健康保険事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ３６, ２９２, １００千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 国 民 健 康 保 険 料 ６,２１４,９１２

１ 国 民 健 康 保 険 料 ６,２１４,９１２

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５１

１ 手 数 料 ５１

３ 県 支 出 金 ２６,３２２,６２３

１ 県 補 助 金 ６６,０８９

２ 県 交 付 金 ２６,２５６,５３４

４ 繰 入 金 ３,５５４,２９１

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３,５５４,２９１

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ２００,２２２

１ 貸 付 金 収 入 １

２ 雑 入 ２００,２２１

( 国 庫 支 出 金 )

( 国 庫 補 助 金 )

歳 入 合 計 ３６,２９２,１００



― 24 ―

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ５４２,６５３

１ 総 務 管 理 費 ５４２,６５３

２ 保 険 給 付 費 ２５,９９９,６４４

１ 療 養 諸 費 ２２,３８１,０００

２ 高 額 療 養 費 ３,５０３,０００

３ 移 送 費 ２００

４ 出 産 育 児 諸 費 ９９,９９４

５ 葬 祭 諸 費 １５,４５０

( 傷 病 手 当 諸 費 )

３ 国民健康保険事業費納付金 ９,２５９,７４０

１ 医 療 給 付 費 分 納 付 金 ６,５１０,６８７

２ 後期高齢者支援金等分納付金 １,８９３,３０７

３ 介 護 納 付 金 分 納 付 金 ６６５,９７９

４ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援
納 付 金 分 納 付 金 １８９,７６７

４ 保 健 事 業 費 ３２７,００６

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ２６６,１４８

２ 保 健 事 業 費 ６０,８５８

５ 諸 支 出 金 １５３,０５７

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １５３,０５７

６ 予 備 費 １０,０００

１ 予 備 費 １０,０００

歳 出 合 計 ３６,２９２,１００
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第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
１８,０４６

合 計 １８,０４６



議案第３３号

令和８年度和歌山市卸売市場事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の卸売市場事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ７３４, ８１４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２７９,７６８

１ 使 用 料 ２７９,７６８

２ 財 産 収 入 ９３６

１ 財 産 運 用 収 入 ９３６

３ 繰 入 金 ２４０,８５０

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２４０,８５０

４ 諸 収 入 ２１３,２６０

１ 雑 入 ２１３,２６０

( 国 庫 支 出 金 )

( 国 庫 交 付 金 )

( 市 債 )

( 市 債 )

歳 入 合 計 ７３４,８１４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 卸 売 市 場 費 ５０２,３６７

１ 卸 売 市 場 費 ５０２,３６７

２ 公 債 費 ２３２,３４７

１ 公 債 費 ２３２,３４７

３ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 ７３４,８１４



議案第３４号

令和８年度和歌山市土地区画整理事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の土地区画整理事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ３３７, ４６２千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ７,０５５

１ 東和歌山第二地区土地区画
整理事業一般会計繰入金 ７,０５５

２ 繰 越 金 ３,０００

１ 東和歌山第二地区土地区画
整 理 事 業 繰 越 金 ３,０００

３ 諸 収 入 ３２７,４０７

１ 東和歌山第二地区土地区画
整 理 事 業 雑 入 ３２７,４０７

歳 入 合 計 ３３７,４６２

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 東 和 歌 山 第 二 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 ３３７,４６２

１ 東 和 歌 山 第 二 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 ３３７,４６２

歳 出 合 計 ３３７,４６２



議案第３５号

令和８年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の住宅改修資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ２２, ０００千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ２２,０００

１ 貸 付 金 収 入 ２２,０００

歳 入 合 計 ２２,０００

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２２,０００

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２２,０００

歳 出 合 計 ２２,０００



議案第３６号

令和８年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の住宅新築資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ５２９, ５２１千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ５２９,５２１

１ 貸 付 金 収 入 １７３,４７３

２ 雑 入 ３５６,０４８

歳 入 合 計 ５２９,５２１

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ５２９,５２１

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ５２９,５２１

歳 出 合 計 ５２９,５２１



議案第３７号

令和８年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の宅地取得資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ２０９, ８５７千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ２０９,８５７

１ 貸 付 金 収 入 ８９,１４７

２ 雑 入 １２０,７１０

歳 入 合 計 ２０９,８５７

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２０９,８５７

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２０９,８５７

歳 出 合 計 ２０９,８５７



議案第３８号

令和８年度和歌山市駐車場管理事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の駐車場管理事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１, ６７３, ７０７千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

(地方債)

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限

度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第３表 地方債｣ による｡

(一時借入金)

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ １, ３

４０, ０００千円と定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２７５,２２３

１ 使 用 料 ２７５,２２３

２ 繰 入 金 １,５００

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １,５００

３ 諸 収 入 １,３２８,６８４

１ 雑 入 １,３２８,６８４

４ 市 債 ６８,３００

１ 市 債 ６８,３００

歳 入 合 計 １,６７３,７０７

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 駐 車 場 管 理 費 １４６,１８６

１ 駐 車 場 管 理 費 １４６,１８６

２ 道 路 駐 車 場 管 理 費 １８７,２２１

１ 道 路 駐 車 場 管 理 費 １８７,２２１

３ 前 年 度 繰 上 充 用 金 １,３４０,０００

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 １,３４０,０００

４ 予 備 費 ３００

１ 予 備 費 ３００

歳 出 合 計 １,６７３,７０７
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第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

駐車場照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事業)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
９,８４０

合 計 ９,８４０



― 39 ―

第３表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

道路駐車場整
備事業 68,300 証書借入又

は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 68,300



議案第３９号

令和８年度和歌山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところに

よる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１２８, ３４２千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ２,１１４

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２,１１４

２ 繰 越 金 ３７,７２０

１ 繰 越 金 ３７,７２０

３ 諸 収 入 ８８,５０８

１ 貸 付 金 収 入 ８８,４９８

２ 雑 入 １０

歳 入 合 計 １２８,３４２

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費 １２８,３４２

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費 １２８,３４２

( 公 債 費 )

( 公 債 費 )

( 諸 支 出 金 )

( 母子父子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 繰 出 金 )

歳 出 合 計 １２８,３４２



議案第４０号

令和８年度和歌山市介護保険事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の介護保険事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ４３, ２７８, ６９５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 介 護 保 険 料 ８,０９０,３４４

１ 介 護 保 険 料 ８,０９０,３４４

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５０

１ 手 数 料 ５０

３ 国 庫 支 出 金 １０,９９５,０５４

１ 国 庫 負 担 金 ７,７０２,９５１

２ 国 庫 補 助 金 １９,２５０

３ 国 庫 交 付 金 ３,２７２,８５３

４ 県 支 出 金 ５,７５６,６０２

１ 県 負 担 金 ５,５６１,７１７

２ 県 交 付 金 １９４,８８５

５ 支 払 基 金 交 付 金 １１,３７１,２９１

１ 支 払 基 金 交 付 金 １１,３７１,２９１

６ 財 産 収 入 ７,０１５

１ 財 産 運 用 収 入 ７,０１５

７ 繰 入 金 ７,０５３,８８５

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ６,６７０,４７８

２ 基 金 繰 入 金 ３８３,４０７

８ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

９ 諸 収 入 ４,４５３

１ 雑 入 ４,４５３

歳 入 合 計 ４３,２７８,６９５
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歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ８６２,０１８

１ 総 務 管 理 費 ３７１,２１５

２ 介 護 認 定 費 ４９０,８０３

２ 保 険 給 付 費 ４０,８２５,５８８

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３９,５１７,９５４

２ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １,０９３,９５５

３ 高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費 １６２,４３７

４ 市 町 村 特 別 給 付 費 １１,２０５

５ そ の 他 諸 費 ４０,０３７

３ 地 域 支 援 事 業 費 １,４６８,２４１

１ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費 １,２８８,３７９

２ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ５,９００

３ 包括的支援事業・任意事業費 １６９,０４９

４ そ の 他 諸 費 ４,９１３

４ 基 金 積 立 金 ７,０１５

１ 基 金 積 立 金 ７,０１５

５ 諸 支 出 金 １１０,８３３

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １１,５１１

２ 重 層 的 支 援 体 制 整 備
事 業 繰 出 金 ９９,３２２

６ 予 備 費 ５,０００

１ 予 備 費 ５,０００

歳 出 合 計 ４３,２７８,６９５
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第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業 令 和 ９ 年 度 １５,０６２

合 計 １５,０６２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・要介護認定支援システム移行事
業

令 和 ９ 年 度 ８,６５７

合 計 ８,６５７

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・要介護認定支援システム運営事
業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
２４,３５１

合 計 ２４,３５１



議案第４１号

令和８年度和歌山市後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度和歌山市の後期高齢者医療特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１２, ７８１, １０４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５,７６１,３１５

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５,７６１,３１５

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２

１ 手 数 料 ２

３ 繰 入 金 ７,００９,２１２

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ７,００９,２１２

４ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

５ 諸 収 入 １０,５７４

１ 雑 入 １０,５７４

歳 入 合 計 １２,７８１,１０４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ７７,０７３

１ 総 務 管 理 費 ７７,０７３

２ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 １２,６９４,３２４

１ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 １２,６９４,３２４

３ 諸 支 出 金 ６,７０７

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ６,７０７

４ 予 備 費 ３,０００

１ 予 備 費 ３,０００

歳 出 合 計 １２,７８１,１０４
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第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
１３,７０６

合 計 １３,７０６



議案第４２号

令和８年度和歌山市直轄事業用地先行取得事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の直轄事業用地先行取得事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ４４, ５７５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ４４,５７５

１ 財 産 売 払 収 入 ４４,５７５

歳 入 合 計 ４４,５７５

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 国 道 ４ ２ 号 事 業 費 ４４,４６９

１ 国 道 ４ ２ 号 事 業 費 ４４,４６９

２ 諸 支 出 金 １０６

１ 国道４２号事業費繰出金 １０６

歳 出 合 計 ４４,５７５



議案第４３号

令和８年度和歌山市水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 給水戸数 １８７, ６０６戸

(２) 年間総配水量 ４４, ３２５, ０００�

(３) 一日平均配水量 １２１, ４３８�

(４) 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３, ５９３, ９５１千円

配水施設整備事業 ４４８, ２０３千円

原浄水施設新設改良事業 ２, ９７０, ５６７千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 水道事業収益 ８, ５９５, １６１千円

第１項 営 業 収 益 ８, ０５９, ３４９千円

第２項 営 業 外 収 益 ５３５, ８１２千円

支 出

第１款 水道事業費 ７, ４９６, ３５７千円

第１項 営 業 費 用 ６, ８４２, ８２３千円

第２項 営 業 外 費 用 ６２０, ５３４千円

第３項 特 別 損 失 ３, ０００千円

第４項 予 備 費 ３０, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４, ２５７, ５４７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６

１６, ４４７千円､ 当年度分損益勘定留保資金２, ９４６, ４５８千円､ 繰越利益剰余金処分

額５２０, ９４７千円及び当年度利益剰余金処分額１７３, ６９５千円で補�するものとする｡

) ｡

収 入

第１款 水道事業資本的収入 ５, ４６７, ５１９千円

第１項 企 業 債 ４, ４５８, ２００千円
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第２項 出 資 金 ６４０, ９８６千円

第３項 補 助 金 ２１１, ７２２千円

第４項 負 担 金 １５６, ６１１千円

(固定資産売却代金) 千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 ９, ７２５, ０６６千円

第１項 建 設 改 良 費 ７, ０７４, ８２４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２, ６５０, ２４２千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １, ５００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

― 52 ―

事 項 期 間 限 度 額

加 納 浄 水 場 運 転 管 理 業 務 委 託 令和９年度から
令和１１年度まで

千円

４６８,１６０

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで １,０３７,８２３

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで ２１,６７０

加 納 浄 水 場 更 新 設 備 事 業 令和９年度から
令和１１年度まで ６,８８１,８６６

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

２,０２９,６００

１５３,４００

２,２７５,２００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １, ２０８, ５８６千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 水道事業費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １３,

５１６千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち６９４, ６４２千円は､ 次のとおり処分

するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 ６９４, ６４２千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ ３７０, ８７９千円と定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第４４号

令和８年度和歌山市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度工業用水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 給水工場数 ４３工場

(２) 年間総配水量 ７９, ２８７, ０００�

(３) 一日平均配水量 ２１７, ２２５�

(４) 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３８, ０２０千円

配水施設整備事業 １８１, ２７４千円

原浄水施設新設改良事業 ３, １９９, ２３４千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２, １４６, ７４２千円

第１項 営 業 収 益 ２, ０６９, ３８８千円

第２項 営 業 外 収 益 ７７, ３５４千円

支 出

第１款 工業用水道事業費 １, ８４９, ５２９千円

第１項 営 業 費 用 １, ７８０, ９００千円

第２項 営 業 外 費 用 ５８, ６２９千円

第３項 予 備 費 １０, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１, １１２, ０３３千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３

０４, ５１７千円､ 減債積立金１４７, ８０６千円､ 建設改良積立金３２９, １２６千円及び

過年度分損益勘定留保資金３３０, ５８４千円で補�するものとする｡ ) ｡

収 入

第１款 工業用水道事業資本的収入 ２, ６９５, ８６６千円

第１項 企 業 債 ２, ０７６, ６００千円

第２項 補 助 金 １０８, ０７２千円

第３項 負 担 金 １１, １９４千円
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第４項 その他資本的収入 ５００, ０００千円

支 出

第１款 工業用水道事業資本的支出 ３, ８０７, ８９９千円

第１項 建 設 改 良 費 ３, ４１９, ６９４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３８８, ２０５千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ ５００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金
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事 項 期 間 限 度 額

受 託 工 事 事 業 令和９年度
千円

２９,０００

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで ８４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで ２１,６７０

配 水 施 設 整 備 事 業 令和９年度 ２５３,２７２

工 水 強 靭 化 事 業 令和９年度 ２３,６５３

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

１３,３００

１１０,８００

１,９５２,５００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 ３３８, ９１９千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 工業用水道事業費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､

３, ５３４千円である｡

(たな卸資産購入限度額)

第１１条 たな卸資産の購入限度額は､ １２３, ６４７千円と定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第４５号

令和８年度和歌山市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度公共下水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理面積 ２, ５１２ha

(２) 年間処理水量 ２７, １１７, ０００�

(３) 一日平均処理水量 ７４, ２９３�

(４) 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ２, ６０７, ３１４千円

ポンプ場整備事業 １, ５２５, ４２４千円

処理場整備事業 １, ６１３, ６１７千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 下水道事業収益 １２, ３２２, ７７２千円

第１項 営 業 収 益 ６, ３７０, ２８４千円

第２項 営 業 外 収 益 ５, ９５２, ４８８千円

支 出

第１款 下水道事業費 １０, ９９７, ９９５千円

第１項 営 業 費 用 １０, ０５２, ９８６千円

第２項 営 業 外 費 用 ９２８, ００９千円

第３項 特 別 損 失 ２, ０００千円

第４項 予 備 費 １５, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額５, ２５８, １６５千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２

５３, ８６０千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ９５４, ０４６千円､ 繰越利益剰余金処分

額２１４, ３１０千円及び当年度利益剰余金処分額８３５, ９４９千円で補�するものとする｡

) ｡

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 ８, ８２０, ２３１千円

第１項 企 業 債 ４, ９８７, ６００千円
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第２項 補 助 金 ３, ０２８, ３３６千円

第３項 負 担 金 ８０３, ２９５千円

第４項 分 担 金 １, ０００千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 １４, ０７８, ３９６千円

第１項 建 設 改 良 費 ５, ７４９, １１５千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７, ８２９, ２８１千円

第３項 他会計からの長期借入金償還金 ５００, ０００千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １０, ０００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

― 58 ―

事 項 期 間 限 度 額

ポ ン プ 場 運 転 管 理 業 務 委 託 令和９年度から
令和１１年度まで

千円

６４,７３５

水洗便所等改造資金利子等補給事業 令和９年度から
令和１４年度まで

貸付限度額 1,000 千円
の4.38％と利息相当額

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで ８０,２４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで １９,５００

ポ ン プ 場 整 備 事 業 令和９年度 ４５０,０００

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共下水道
事 業

公共下水道
事業借換債

資 本 費
平 準 化 債

千円

２,９３８,１００

１,３２２,９００

７２６,６００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 ８１６, ７９６千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ ７, ９２１,

３９０千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち１, ０５０, ２５９千円は､ 次のとおり

処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １, ０５０, ２５９千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ ２６０, ２８７千円と定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第４６号

令和８年度和歌山市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度農業集落排水事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理戸数 ３３０戸

(２) 年間処理水量 ９４, ０００�

(３) 一日平均処理水量 ２５８�

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 農業集落排水事業収益 １３３, ８１６千円

第１項 営 業 収 益 １６, ７２４千円

第２項 営 業 外 収 益 １１７, ０９２千円

支 出

第１款 農業集落排水事業費 １１６, ７５９千円

第１項 営 業 費 用 １０９, ８３６千円

第２項 営 業 外 費 用 ５, ９０３千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

第４項 予 備 費 １, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４４, ４４６千円は過年度分損益勘定留保資金５, ３８３千円､ 当年度分損益

勘定留保資金２７, ５３０千円及び繰越利益剰余金処分額１１, ５３３千円で補�するものと

する｡ ) ｡

収 入

第１款 農業集落排水事業資本的収入 ７, ２７３千円

第１項 補 助 金 ７, ２７３千円

支 出

第１款 農業集落排水事業資本的支出 ５１, ７１９千円

第１項 建 設 改 良 費 ２, ３０５千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４９, ４１４千円

(債務負担行為)
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第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第６条 一時借入金の限度額は､ １００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第８条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １７, ９２９千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第９条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １０７, ２

０２千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１０条 繰越利益剰余金のうち１１, ５３３千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １１, ５３３千円

(たな卸資産購入限度額)

第１１条 たな卸資産の購入限度額は､ ２, ０８６千円と定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

― 61 ―

事 項 期 間 限 度 額

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで

千円

９,５４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで １,０８５



議案第４７号

令和８年度和歌山市漁業集落排水事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度漁業集落排水事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理戸数 ６２９戸

(２) 年間処理水量 １３２, ６００�

(３) 一日平均処理水量 ３６３�

(４) 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ４, ８２２千円

処理場整備事業 ２６, ８４０千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 漁業集落排水事業収益 １５４, ７７２千円

第１項 営 業 収 益 ２８, ５００千円

第２項 営 業 外 収 益 １２６, ２７２千円

支 出

第１款 漁業集落排水事業費 １３８, ６７８千円

第１項 営 業 費 用 １２９, ９４９千円

第２項 営 業 外 費 用 ７, ７０９千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

第４項 予 備 費 １, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４７, １２７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１, ４１

８千円､ 過年度分損益勘定留保資金４, ６６６千円､ 当年度分損益勘定留保資金３１, １４２

千円及び繰越利益剰余金処分額９, ９０１千円で補�するものとする｡ ) ｡

収 入

第１款 漁業集落排水事業資本的収入 ３５, ８３１千円

第１項 企 業 債 １５, ８００千円

第２項 補 助 金 ２０, ０１２千円

第３項 分 担 金 １９千円
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支 出

第１款 漁業集落排水事業資本的支出 ８２, ９５８千円

第１項 建 設 改 良 費 ３２, ５１７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ５０, ４４１千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １７, ９２９千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 漁業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １０９,

― 63 ―

事 項 期 間 限 度 額

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで

千円

９,５４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで １,０８５

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

漁 業 集 落
排 水 事 業

千円

１５,８００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



７７９千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金のうち９, ９０１千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 ９, ９０１千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ １, ７１８千円と定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第４８号

和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例

和歌山市職員給与条例 (昭和２６年条例第７号) の一部を次のように改正する｡

第１２条第２項第１号中 ｢以下この号に｣ を ｢第４項に｣ に､ ｢という｡ ) ｡ ｣ を ｢という｡

) ｣ に改め､ 同号ただし書を削り､ 同項第２号中 ｢別表第８に｣ を ｢､ ６６, ４００円を超えな

い範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で｣ に改め､ 同項第３号中 ｢ (１か月当たり

の運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５５, ０００円を超えるときは､ 当該職員の通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき､ ５５, ０００円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額) ｣ を削り､ 同条中第５項を第７項とし､ 同条第４項中 ｢自動車等｣ の

次に ｢及び駐車場等｣ を加え､ 同項を同条第６項とし､ 同条第３項中 ｢最初の月｣ の次に ｢ (当

該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあつては､ その翌月) ｣

を加え､ 同項を同条第５項とし､ 同条第２項の次に次の２項を加える｡

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で､ 自動車等の駐車のための施設 (その所在地及び利

用形態が規則で定める要件を満たすものに限る｡ 第１号及び第６項において ｢駐車場等｣ とい

う｡ ) を利用し､ その料金を負担することを常例とするもの (規則で定める職員を除く｡ ) の

通勤手当の額は､ 前項の規定にかかわらず､ 次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ､ 当該各

号に定める額とする｡

(１) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき､ ５, ０００円を超えない範囲内で１か月

当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額 (交通機関等が２以上ある場合にお

いては､ その合計額) ､ 第２項第２号に定める額及び前項第１号に定める額の合計額が８２,

７００円を超える職員の通勤手当の額は､ 前２項の規定にかかわらず､ 当該職員の通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき､ ８２, ７００円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額とする｡

別表第８を削る｡

附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡
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議案第４９号

アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

(和歌山市職員給与条例の一部改正)

第１条 和歌山市職員給与条例 (昭和２６年条例第７号) の一部を次のように改正する｡

第２６条の３第３項中 ｢市庁舎｣ を ｢市役所｣ に改める｡

(和歌山市印鑑条例の一部改正)

第２条 和歌山市印鑑条例 (昭和４７年条例第６号) の一部を次のように改正する｡

第５条第３項中 ｢磁気ディスク (これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物を含む｡ ) をもって調製｣ を ｢電磁的記録 (電子的方式､ 磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって､ 電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう｡ ) をもって作成｣ に改める｡

第１４条中 ｢ (印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁

気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む｡ ) ｣ を削る｡

(和歌山市行政手続条例の一部改正)

第３条 和歌山市行政手続条例 (平成７年条例第３号) の一部を次のように改正する｡

第２条第５号､ 第１２条並びに第１３条第１項及び第２項中 ｢名あて人｣ を ｢名宛人｣ に改

める｡

第１４条第１項中 ｢名あて人｣ を ｢名宛人｣ に改め､ 同条第３項中 ｢名あて人｣ を ｢名宛人

｣ に､ ｢その者の氏名､ 同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲

げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市役所の掲示場に掲示すること｣ を

｢公示の方法｣ に改め､ 後段を削り､ 同条に次の１項を加える｡

４ 前項の公示の方法による通知は､ 不利益処分の名宛人となるべき者の氏名､ 第１項第３号

及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつで

もその者に交付する旨 (以下この項において ｢公示事項｣ という｡ ) を市長が規則で定める

方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに､ 公示事項が記載さ

れた書面を市役所の掲示場に掲示し､ 又は公示事項を当該行政庁の事務所に設置した電子計

算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって

行うものとする｡ この場合においては､ 当該措置を開始した日から２週間を経過したときに､

当該通知がその者に到達したものとみなす｡

第１５条第１項中 ｢同条第３項後段｣ を ｢同条第４項後段｣ に改める｡
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第１８条第２項第４号中 ｢第３号｣ を ｢前３号｣ に改める｡

第２１条第３項中 ｢第１４条第３項｣ 及び ｢同条第３項｣ の次に ｢及び第４項｣ を加え､ ｢

名あて人｣ を ｢名宛人｣ に改め､ ｢と､ ｣ の次に ｢同項中｣ を加え､ ｢掲示を始めた日から２

週間を経過した｣ を削り､ ｢､ 掲示を始めた｣ を ｢､ 当該措置を開始した｣ に改める｡

第２７条中 ｢名あて人｣ を ｢名宛人｣ に改める｡

第２８条中 ｢第１４条第３項及び｣ の次に ｢第４項並びに｣ を加え､ ｢ ｢同項第３号｣ を ｢

同条第４項中 ｢第１項第３号｣ に､ ｢同条第３号｣ を ｢第２７条第３号｣ に､ ｢同条第３項後

段｣ を ｢同条第４項後段｣ に､ ｢第１４条第３項後段｣ を ｢第１４条第４項後段｣ に改める｡

(和歌山市手数料条例の一部改正)

第４条 和歌山市手数料条例 (平成１２年条例第５号) の一部を次のように改正する｡

第３９条第１項第１号中オを削り､ カをオとし､ キをカとする｡

(和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部改正)

第５条 和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 (令和３年条例第６号) の

一部を次のように改正する｡

第７条中 ｢次｣ を ｢次の各号｣ に､ ｢第３条から前条までの｣ を ｢当該各号に定める｣ に改

め､ 同条第１号中 ｢定めるもの｣ を ｢定めるもの 第３条から前条までの規定｣ に改め､ 同条

第２号中 ｢手続等のうち当該手続等｣ を ｢申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通

知等｣ に改め､ ｢その他の情報通信技術を利用する方法｣ を削り､ ｢､ 第４条第１項､ 第５条

第１項又は前条第１項｣ を ｢又は第４条第１項｣ に､ ｢除く｡ ) ｣ を ｢除く｡ ) 第３条及び

第４条の規定｣ に改め､ 同条に次の１号を加える｡

(３) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報

通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの (第５条第１項又は前条第

１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く｡ ) 前２条の規定

附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡ ただし､ 第３条中和歌山市行政手続条例第１４

条第３項の改正規定 ( ｢名あて人｣ を ｢名宛人｣ に改める部分を除く｡ ) ､ 同条に次の１項を加

える改正規定､ 同条例第１５条第１項の改正規定､ 同条例第２１条第３項の改正規定 ( ｢名あて

人｣ を ｢名宛人｣ に改める部分を除く｡ ) 及び同条例第２８条の改正規定は､ 令和８年５月２１

日から施行する｡
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議案第５０号

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例

和歌山市国民健康保険条例 (昭和３４年条例第１１号) の一部を次のように改正する｡

第７条の２を次のように改める｡

(保険料の賦課額)

第７条の２ 保険料の賦課額は､ 次に掲げる額の合算額とする｡

(１) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額 (国民健康保険法施行令 (昭和

３３年政令第３６２号) 第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう｡ 以下同じ｡

)

(２) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額 (国民健康保険

法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう｡ 以下同じ｡

)

(３) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者 (国民健康保険法施行令第２９条の７第１

項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう｡ 以下同じ｡ ) につき算定した介護納付

金賦課額 (国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額を

いう｡ 以下同じ｡ )

(４) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額 (国民健

康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をい

う｡ 以下同じ｡ )

第７条の３第１号イ中 ｢及び｣ の次に ｢高齢者医療確保法の規定による｣ を加え､ ｢並びに｣

を ｢､ ｣ に改め､ ｢ ｢介護納付金｣ という｡ ) ｣ の次に ｢並びに子ども・子育て支援法 (平成２

４年法律第６５号) の規定による納付金 (以下 ｢子ども・子育て支援納付金｣ という｡ ) ｣ を加

え､ 同号カ及び同条第２号イ中 ｢並びに｣ を ｢､ ｣ に改め､ ｢介護納付金｣ の次に ｢並びに子ど

も・子育て支援納付金｣ を加える｡

第１１条第１項第３号ア中 ｢イ及び第１１条の６の５において｣ 及び ｢ウ及び第１１条の６の

５において｣ を ｢以下｣ に改める｡

第１１条の６中 ｢６６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改める｡

第１１条の６の２第１号中 ｢同じ｡ ) ｣ の次に ｢の額｣ を加える｡

第１１条の６の５第１項第３号ア中 ｢イ又はウに掲げる世帯｣ を ｢特定世帯又は特定継続世帯

｣ に改める｡
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第１１条の７第１号中 ｢同じ｡ ) ｣ の次に ｢の額｣ を加える｡

第１１条の１１の次に次の５条を加える｡

(子ども・子育て支援納付金賦課総額)

第１１条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額 (第１５条及び第１５

条の２の２から第１５条の２の４までの規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額す

るものとした場合にあっては､ その減額することになる額を含む｡ ) の総額 (以下 ｢子ども・

子育て支援納付金賦課総額｣ という｡ ) は､ 第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した額とする｡

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (和歌山県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る｡ 次号において同じ｡ ) の額

イ 第１５条の２の４に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける補助金

(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る｡ ) 及び同条の規定に

より貸し付けられる貸付金 (国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに

限る｡ ) の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用 (国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に限る｡ ) のための収入 (法第７２条の３第１項､ 第７２条の３の２第１項及び第７２条

の３の３第１項の規定による繰入金を除く｡ ) の額

(子ども・子育て支援納付金賦課額)

第１１条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は､ 当該世帯に属する

被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき

算定した世帯別平等割額の合計額に､ 当該世帯に属する１８歳以上被保険者 (国民健康保険法

施行令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう｡ 以下同じ｡ ) につき

算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする｡

(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定等)

第１１条の１４ 前条の所得割額は､ 被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等に､ 次条の所得割の保険料率を乗じて算定する｡

２ 第１０条の規定は､ 前条の子ども・子育て支援納付金賦課額の算定において端数が生じた場

合について準用する｡

(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)
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第１１条の１５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は､ 次のとおりとする｡

(１) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から､ 第１１条の１２第１号イに掲げる額の

見込額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額 (

以下 ｢子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額｣ をいう｡ ) の１００分

の５０に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等 (国民健康保険法施行令第

２９条の７第５項第４号ただし書に規定する場合にあっては､ 国民健康保険法施行規則第３

２条の１０の２に規定する方法により補正された後の金額とする｡ ) の総額で除して得た数

(２) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の１００分

の３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者

の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(３) １８歳以上被保険者均等割 第１１条の１２第１号イに掲げる額の見込額から同条第１号

イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を､ 当該年度の前年度及びその直前の

２か年度の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(４) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ､ それぞれアからウまでに定める

ところにより算定した額

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の

算定に係る額の１００分の１５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に

２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除し

た数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た額

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において､ 小数点以下第４位未満の端数又は１０円

未満の端数があるときは､ これを切り上げるものとする｡

３ 市長は､ 第１項に規定する保険料率を決定したときは､ 速やかに告示しなければならない｡

(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)

第１１条の１６ 第１１条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額は､ ３０, ０００円を超え

ることができない｡

第１４条第１項中 ｢若しくは第１１条の６の３｣ を ｢､ 第１１条の６の３若しくは第１１条の

１３｣ に､ ｢､ 第１５条の２の２第１項 (同条第３項｣ を ｢若しくは同条第６項各号に定める額､

第１５条の２の２第１項 (同条第３項又は第４項｣ に改め､ ｢第１１条の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た｣ を削り､ ｢第１５条の２の２第４項第１

号 (同条第６項｣ を ｢同条第５項 (同条第７項又は第８項｣ に､ ｢又は第４項｣ を ｢から第５項

まで｣ に､ ｢若しくは同条第５項各号 (同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する
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場合を含む｡ 次項において同じ｡ ) ｣ を ｢､ 同条第６項各号 (同条第８項から第１０項までの規

定により読み替えて準用する場合を含む｡ 次項において同じ｡ ) に定める額若しくは第１５条の

２の４第１項｣ に改め､ 同条第２項中 ｢若しくは第１１条の６の３の額､ 第１１条の８の額｣ を

｢､ 第１１条の６の３､ 第１１条の８若しくは第１１条の１３の額｣ に改め､ ｢次条第１項各号

に定める額｣ の次に ｢若しくは同条第６項各号に定める額｣ を加え､ ｢第１１条の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た｣ を削り､ ｢第１５条の２の２第

４項第１号｣ を ｢同条第５項｣ に､ ｢若しくは同条第５項各号｣ を ｢､ 同条第６項各号に定める

額若しくは第１５条の２の４第１項｣ に改める｡

第１５条第１項中 ｢６６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改め､ 同項第１号中 ｢､ 当

該納付義務が発生した日｣ を ｢その発生した日とする｣ に改め､ ｢次号及び第３号｣ の次に ｢並

びに第６項｣ を加え､ ｢ (同法附則第３３条の２第５項｣ を ｢ (地方税法附則第３３条の２第５

項｣ に改め､ 同項第２号中 ｢３０５, ０００円｣ を ｢３１０, ０００円｣ に改め､ 同項第３号中

｢５６０, ０００円｣ を ｢５７０, ０００円｣ に改め､ 同条第４項及び第５項中 ｢６６０, ００

０円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改め､ 同条に次の２項を加える｡

６ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納

付金賦課額は､ 第１１条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額から､ それぞれ､ 当該各号

に定める額を減額して得た額 (当該減額して得た額が３０, ０００円を超える場合には､ ３０,

０００円) とする｡

(１) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が､ 地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額 (世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては､ 同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１００, ０００円を乗じて得た金額を加えた金額) を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額､ イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

及びウに掲げる額を合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の

７を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率

に１０分の７を乗じて得た額

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の７

を乗じて得た額

(２) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され
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る所得の金額の合算額が､ 地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額 (世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては､ 同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１００, ０００円を乗じて得た金額を加えた金額) に３１０, ０００

円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額､ イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども

・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の

５を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の５

を乗じて得た額

(３) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が､ 地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額 (世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては､ 同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１００, ０００円を乗じて得た金額を加えた金額) に５７０, ０００

円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額､ イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の

２を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の２

を乗じて得た額

７ 第１１条の１５第２項及び第３項の規定は､ 前項各号アからウまでに規定する額の決定につ
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いて準用する｡ この場合において､ 第１１条の１５第２項及び第３項の規定中 ｢保険料率｣ と

あるのは ｢額｣ と読み替えるものとする｡

第１５条の２中 ｢第９条から第１１条の１１まで及び前条｣ を ｢第９条第１項､ 第１１条の６

の４､ 第１１条の９及び第１１条の１４並びに前条第１項 (同条第４項又は第５項の規定により

読み替えて準用する場合を含む｡ ) 及び同条第６項｣ に改める｡

第１５条の２の２第１項中 ｢第４項｣ を ｢第５項｣ に改め､ 同条第６項中 ｢第４項｣ を ｢第５

項｣ に改め､ ｢ ｢後期高齢者支援金等賦課額｣ と｣ の次に ｢､ ｢第１５条第１項各号｣ とあるの

は ｢第１５条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号｣ と｣ を加え､ 同項を同条第７

項とし､ 同条中第５項を第６項とし､ 第４項を第５項とし､ 第３項の次に次の１項を加える｡

４ 第１項及び第２項の規定は､ 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する｡ こ

の場合において､ 第１項中 ｢基礎賦課額｣ とあるのは ｢子ども・子育て支援納付金賦課額｣ と､

｢第１１条｣ とあるのは ｢第１１条の１５｣ と､ 第２項中 ｢第１１条第３項｣ とあるのは ｢第

１１条の１５第３項｣ と読み替えるものとする｡

第１５条の２の２に次の１項を加える｡

８ 第５項及び第６項の規定は､ 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する｡ こ

の場合において､ 第５項中 ｢基礎賦課額｣ とあるのは ｢子ども・子育て支援納付金賦課額｣ と､

｢第１５条第１項各号｣ とあるのは ｢第１５条第６項各号｣ と､ ｢第１１条｣ とあるのは ｢第

１１条の１５｣ と､ 第６項中 ｢第１１条第３項｣ とあるのは ｢第１１条の１５第３項｣ と読み

替えるものとする｡

第１５条の２の３第１項中 ｢第２９条の７第５項第８号｣ を ｢第２９条の７第６項第８号｣ に､

｢６６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に､ ｢ (第５項｣ を ｢ (第６項｣ に改め､ 同項第

１号中 ｢第３２条の１０の２｣ を ｢第３２条の１０の３｣ に改め､ 同条第３項及び第４項中 ｢６

６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改め､ 同条第８項中 ｢第５項｣ を ｢第６項｣ に､ ｢

第６項｣ を ｢第７項｣ に､ ｢６６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改め､ ｢ ｢１７０,

０００円｣ と｣ の次に ｢､ ｢第１５条第１項各号｣ とあるのは ｢第１５条第５項の規定により読

み替えられた同条第１項各号｣ と｣ を加え､ 同項を同条第９項とし､ 同条第７項中 ｢第５項｣ を

｢第６項｣ に､ ｢６６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改め､ ｢ ｢２６０, ０００円｣

と｣ の次に ｢､ ｢第１５条第１項各号｣ とあるのは ｢第１５条第４項の規定により読み替えられ

た同条第１項各号｣ と｣ を加え､ 同項を同条第８項とし､ 同条中第６項を第７項とし､ 同条第５

項中 ｢６６０, ０００円｣ を ｢６７０, ０００円｣ に改め､ 同項を同条第６項とし､ 同条第４項

の次に次の１項を加える｡

５ 第１項及び第２項の規定は､ 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する｡ こ

の場合において､ 第１項中 ｢基礎賦課額｣ とあるのは ｢子ども・子育て支援納付金賦課額｣ と､

｢被保険者均等割｣ とあるのは ｢被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割｣ と､ ｢第８
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条｣ とあるのは ｢第１１条の１３｣ と､ ｢６７０, ０００円｣ とあるのは ｢３０, ０００円｣

と､ 第２項中 ｢第１１条｣ とあるのは ｢第１１条の１５｣ と読み替えるものとする｡

第１５条の２の３に次の１項を加える｡

１０ 第６項及び第７項の規定は､ 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する｡

この場合において､ 第６項中 ｢基礎賦課額｣ とあるのは ｢子ども・子育て支援納付金賦課額｣

と､ ｢被保険者均等割｣ とあるのは ｢被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割｣ と､ ｢

第８条｣ とあるのは ｢第１１条の１３｣ と､ ｢６７０, ０００円｣ とあるのは ｢３０, ０００

円｣ と､ ｢第１５条第１項各号｣ とあるのは ｢第１５条第６項各号｣ と､ 第７項中 ｢第１１条

｣ とあるのは ｢第１１条の１５｣ と読み替えるものとする｡

第１５条の２の４を第１５条の２の５とし､ 第１５条の２の３の次に次の１条を加える｡

(１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額)

第１５条の２の４ 当該年度において､ その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者 (以下 ｢１８歳未満被保険者｣ という｡ ) がある場合における当該１８歳未

満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は､ 第１

１条の１５の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額 (第

１５条第６項､ 第１５条の２の２第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条

第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同

条第１項若しくは同条第１０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い

当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては､ 当該減額後の額) から､ 当

該保険料率に相当する額を控除して得た額とする｡

２ 第１１条の１５第３項の規定は､ 前項に規定する額の決定について準用する｡ この場合にお

いて､ 第１１条の１５第３項の規定中 ｢保険料率｣ とあるのは ｢額｣ と読み替えるものとする｡

附 則

１ この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡

２ この条例による改正後の第７条の２､ 第１１条の６､ 第１１条の１２から第１１条の１６ま

で及び第１４条から第１５条の２の４までの規定は､ 令和８年度以後の年度分の保険料につい

て適用し､ 令和７年度以前の年度分の保険料については､ なお従前の例による｡
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議案第５１号

和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例

和歌山市介護保険条例 (平成１２年条例第１０１号) の一部を次のように改正する｡

附則第２条の１１第１項中 ｢所得税法 (昭和４０年法律第３３号) 第２８条第１項に規定する

給与所得｣ を ｢給与所得 (所得税法 (昭和４０年法律第３３号) 第２８条第１項に規定する給与

所得をいう｡ 次条及び附則第２条の１３において同じ｡ ) ｣ に改め､ 同条の次に次の２条を加え

る｡

(令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第２条の１２ 第１号被保険者 (令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しな

い者を除き､ 同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有

する者 (同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなさ

れた者を含む｡ ) に限る｡ 以下この条において同じ｡ ) のうち､ 令和７年の合計所得金額に給

与所得が含まれている者 (同年中の給与等 (所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう｡

以下この条及び次条において同じ｡ ) の収入金額が５５１, ０００円以上６５１, ０００円未

満である者に限る｡ ) の令和８年度における保険料率の算定についての第９条第６号ア､ 第７

号ア､ 第８号ア､ 第９号ア､ 第１０号ア､ 第１１号ア､ 第１２号ア､ 第１３号ア及び第１４号

アの規定の適用については､ 同条第６号ア中 ｢ (政令｣ とあるのは ｢をいい､ 当該合計所得金

額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には､ 当該給与所得の金

額については､ 同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する

給与等の収入金額から５５０, ０００円を控除して得た額を加えた額によるものとし､ 政令｣

と､ ｢得た額 (｣ とあるのは ｢得た額とし､ ｣ と､ ｢零とする｡ ) ) をいう｣ とあるのは ｢零

とする｣ とする｡

２ 第１号被保険者のうち､ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者 (同年中の給

与等の収入金額が６５１, ０００円以上１, ６１９, ０００円未満である者に限る｡ ) の令和

８年度における保険料率の算定についての第９条第６号ア､ 第７号ア､ 第８号ア､ 第９号ア､

第１０号ア､ 第１１号ア､ 第１２号ア､ 第１３号ア及び第１４号アの規定の適用については､

同条第６号ア中 ｢ (政令｣ とあるのは ｢をいい､ 当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合には､ 当該給与所得の金額については､ 同条第２項の

規定によって計算した金額に１００, ０００円を加えた額によるものとし､ 政令｣ と､ ｢得た

額 (｣ とあるのは ｢得た額とし､ ｣ と､ ｢零とする｡ ) ) をいう｣ とあるのは ｢零とする｣ と
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する｡

３ 第１号被保険者のうち､ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者 (同年中の給

与等の収入金額が１, ６１９, ０００円以上１, ９００, ０００円未満である者に限る｡ ) の

令和８年度における保険料率の算定についての第９条第６号ア､ 第７号ア､ 第８号ア､ 第９号

ア､ 第１０号ア､ 第１１号ア､ 第１２号ア､ 第１３号ア及び第１４号アの規定の適用について

は､ 同条第６号ア中 ｢(政令｣ とあるのは ｢をいい､ 当該合計所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合には､ 当該給与所得の金額については､ 同条第２

項の規定によって計算した金額に６５０, ０００円から令和７年中の同条第１項に規定する給

与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律 (令和７年法律

第１３号) による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として､ 同表により当該金額に応

じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額を加えた

額によるものとし､ 政令｣ と､ ｢得た額 (｣ とあるのは ｢得た額とし､ ｣ と､ ｢零とする｡ )

) をいう｣ とあるのは ｢零とする｣ とする｡

(令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第２条の１３ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第９条の規定の

適用については､ 当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに､ 第１

号に掲げる者に該当し､ かつ､ 第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があると

きは､ 当該該当する者は､ 同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみ

なす｡

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者 (令和８年度分の保険料の賦課期日

において本市に住所を有しない者を除く｡ ) であって､ 令和８年度分の地方税法の規定によ

る市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの (同法第２９４条第３項の規定に

より本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む｡ )

(２) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し､ かつ､ 令和８年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であって､ 次のアからウまでに掲げる場合のいずれか

に該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１, ０００円以上６５１, ０００円未満であり､

かつ､ １, ３５０, ０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が､ 同年中の給与

等の収入金額から５５０, ０００円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１, ０００円以上１, ６１９, ０００円未満であ

り､ かつ､ １, ３５０, ０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００, ０

００円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１, ６１９, ０００円以上１, ９００, ０００円未満

であり､ かつ､ １, ３５０, ０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が､ ６５
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０, ０００円から､ 同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の

一部を改正する法律 (令和７年法律第１３号) 第１条の規定による改正前の所得税法別表

第５ (以下 ｢別表第５｣ という｡ ) の給与等の金額として､ 別表第５により当該金額に応

じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額

以下である場合

(３) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず､ かつ､ 令和８年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であって､ 次のアからウまでに掲げる場合のいずれか

に該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１, ０００円以上６５１, ０００円未満であり､

かつ､ 和歌山市税条例 (昭和２９年条例第３０号) 第２６条第３項で定める金額から同年

の合計所得金額を控除して得た額が､ 同年中の給与等の収入金額から５５０, ０００円を

控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１, ０００円以上１, ６１９, ０００円未満であ

り､ かつ､ 和歌山市税条例第２６条第３項で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１００, ０００円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１, ６１９, ０００円以上１, ９００, ０００円未満

であり､ かつ､ 和歌山市税条例第２６条第３項で定める金額から同年の合計所得金額を控

除して得た額が､ ６５０, ０００円から､ 同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収

入金額を別表第５の給与等の金額として､ 別表第５により当該金額に応じて求めた別表第

５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第９条の規定の適用につい

ては､ 当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し､ かつ､ 同項第２号又は第３号に

掲げる者のいずれかに該当するときは､ 当該第１号被保険者は､ 同年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税が課されている者とみなす｡

附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡
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議案第５２号

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域

生活支援事業に関する条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事

業に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域

生活支援事業に関する条例の一部を改正する条例

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事

業に関する条例 (平成１８年条例第３３号) の一部を次のように改正する｡

別表第１自立生活支援用具の部盲人用はかりの項中 ｢盲人用はかり｣ を ｢視覚障害者用はかり

｣ に改め､ 同表在宅療養等支援用具の部電気式たん吸引器の項中 ｢５６, ４００円｣ を ｢６２,

０００円｣ に改め､ 同部盲人用体温計 (音声式) の項中 ｢盲人用体温計 (音声式) ｣ を ｢視覚障

害者用体温計 (音声式) ｣ に改め､ 同部盲人用体重計の項中 ｢盲人用体重計｣ を ｢視覚障害者用

体重計｣ に改め､ 同部盲人用血圧計の項中 ｢盲人用血圧計｣ を ｢視覚障害者用血圧計｣ に改め､

同表情報・意思疎通支援用具の部視覚障害者用読書器の項中 ｢１９８, ０００円｣ を ｢２４８,

０００円｣ に改め､ 同部盲人用時計の項中 ｢盲人用時計｣ を ｢視覚障害者用時計｣ に､ ｢１３,

３００円｣ を ｢１３, ９００円｣ に改め､ 同表排せつ管理支援用具の部ストーマ装具 (尿路系)

の項中 ｢１１, ６００円｣ を ｢１２, ４３０円｣ に改め､ 同部ストーマ装具 (消化器系) の項中

｢８, ８５０円｣ を ｢９, ４６０円｣ に改める｡

別表第３備考以外の部分を次のように改める｡

別表第３ (第６条関係)

地域活動支援センター事業

第１ 身体障害者デイサービス型

(１) 単独型 (基本型)

ア 所要時間４時間未満

区分１ ３７２単位

区分２ ３４４単位

区分３ ３１８単位

イ 所要時間４時間以上６時間未満

区分１ ６２２単位

区分２ ５７５単位

区分３ ５３０単位
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ウ 所要時間６時間以上

区分１ ８０７単位

区分２ ７４８単位

区分３ ６８９単位

(２) 単独型 (作業中心型)

ア 所要時間４時間未満

区分１ １６６単位

区分２ １４３単位

区分３ １２２単位

イ 所要時間４時間以上６時間未満

区分１ ２７６単位

区分２ ２３９単位

区分３ ２０５単位

ウ 所要時間６時間以上

区分１ ３５９単位

区分２ ３１３単位

区分３ ２６５単位

(３) 併設型 (基本型)

ア 所要時間４時間未満

区分１ ２９９単位

区分２ ２７２単位

区分３ ２４４単位

イ 所要時間４時間以上６時間未満

区分１ ４９８単位

区分２ ４５２単位

区分３ ４０８単位

ウ 所要時間６時間以上

区分１ ６４８単位

区分２ ５８９単位

区分３ ５３０単位

(４) 併設型 (作業中心型)

ア 所要時間４時間未満

区分１ ９２単位

区分２ ７１単位
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区分３ ４８単位

イ 所要時間４時間以上６時間未満

区分１ １５４単位

区分２ １１７単位

区分３ ８２単位

ウ 所要時間６時間以上

区分１ ２０１単位

区分２ １５３単位

区分３ １０６単位

第２ 知的障害者デイサービス型

(１) 単独型

ア 所要時間４時間未満

区分１ ３０７単位

区分２ ２７５単位

区分３ ２４３単位

イ 所要時間４時間以上６時間未満

区分１ ５１３単位

区分２ ４５９単位

区分３ ４０６単位

ウ 所要時間６時間以上

区分１ ６６６単位

区分２ ５９７単位

区分３ ５２７単位

(２) 併設型

ア 所要時間４時間未満

区分１ ２３３単位

区分２ ２０１単位

区分３ １６９単位

イ 所要時間４時間以上６時間未満

区分１ ３９０単位

区分２ ３３５単位

区分３ ２８２単位

ウ 所要時間６時間以上

区分１ ５０７単位
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区分２ ４３７単位

区分３ ３６８単位

別表第３備考４中 ｢４２単位｣ を ｢４５単位｣ に改め､ 同表備考５中 ｢４０単位｣ を ｢４３単

位｣ に改め､ 同表備考６中 ｢５４単位｣ を ｢５８単位｣ に改める｡

附 則

１ この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡

２ この条例による改正後の別表第１の規定は､ この条例の施行の日 (以下 ｢施行日｣ という｡

) 以後に決定する和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係

る地域生活支援事業に関する条例 (次項において ｢地域生活支援事業条例｣ という｡ ) 第２条

第７号に掲げる事業に係る給付について適用し､ 施行日前に決定した同号に掲げる事業に係る

給付については､ なお従前の例による｡

３ この条例による改正後の別表第３の規定は､ 施行日以後に提供された地域生活支援事業条例

第２条第１０号に掲げる事業に係るサービスに関する費用の給付について適用し､ 施行日前に

提供された同号に掲げる事業に係るサービスの提供に関する費用の給付については､ なお従前

の例による｡
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議案第５３号

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例

和歌山市立保育所条例 (昭和３２年条例第３１号) の一部を次のように改正する｡

第７条第２項第１号中 ｢第５号｣ を ｢第４号｣ に改め､ 同項第２号中 ｢次号から第５号まで｣

を ｢次号及び第４号｣ に､ ｢１５０円｣ を ｢１００円｣ に改め､ 同項第３号中 ｢及び第５号｣ を

削り､ ｢９０円｣ を ｢１００円｣ に改め､ 同項第４号を削り､ 同項第５号を同項第４号とする｡

附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡
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議案第５４号

和歌山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

和歌山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第１条 この条例は､ 子ども・子育て支援法 (平成２４年法律第６５号) 第５４条の３において

準用する同法第４６条第３項の規定に基づき､ 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を

定めるものとする｡

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第２条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は､ 次条から第６条までに定めるもののほ

か､ 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 (令和７年内閣府令第９５号｡ 以下 ｢府令｣

という｡ ) の規定 (第１条を除く｡ ) による基準をもって､ その基準とする｡

(人権擁護)

第３条 特定乳児等通園支援事業者 (府令第２条第１項に規定する特定乳児等通園支援事業者を

いう｡ 以下同じ｡ ) は､ その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子

どもの人権を擁護するため､ 特定乳児等通園支援事業所 (府令第２条第４項に規定する特定乳

児等通園支援事業所をいう｡ 以下同じ｡ ) ごとに人権擁護推進員を置かなければならない｡

２ 特定乳児等通園支援事業者は､ 職員に対し､ 人権擁護に関する研修を実施しなければならな

い｡

(災害対策)

第４条 特定乳児等通園支援事業者は､ 非常災害対策を推進するため､ 特定乳児等通園支援事業

所ごとに災害対策推進員を置かなければならない｡

２ 特定乳児等通園支援事業者は､ 非常災害の防止に関する計画を作成しなければならない｡

(安全管理対策推進員の配置)

第５条 特定乳児等通園支援事業者は､ その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子どもの安全管理対策を推進するため､ 特定乳児等通園支援事業所ごとに安全管理

対策推進員を置かなければならない｡

(食育推進員の配置)

第６条 特定乳児等通園支援事業者は､ 食事の提供を行う場合 (施設外で調理し運搬する方法に

より行う場合を含む｡ ) においては､ その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長を図るため､ 特定乳児等通園支

援事業所ごとに食育推進員を置かなければならない｡
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附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡
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議案第５５号

和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例

和歌山市中央卸売市場業務条例 (昭和４９年条例第７号) の一部を次のように改正する｡

第４条に次の１項を加える｡

２ 市長は､ 前項に定める取扱品目に食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ

る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 (平成３年法律第５９号｡ 以下 ｢食

品等持続的供給法｣ という｡ ) 第４２条第１項に規定する指定飲食料品等が含まれるときは､

インターネットの利用その他の適切な方法により､ 当該指定飲食料品等を公表するものとする｡

第７条第２項及び第１９条第２項中 ｢第４条｣ を ｢第４条第１項｣ に改める｡

第５４条に次の１項を加える｡

３ 市長は､ 次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものと

する｡

(１) 第４条第２項の規定により公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条

第１項第１号に規定する指標

(２) 食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容

別表第２卸売業者市場使用料の部青果部の款中 ｢１２６円｣ を ｢２９６円｣ に改め､ 同表低温

売場使用料の項を削り､ 同表仲卸業者市場使用料の部を次のように改める｡

別表第２事務所使用料の部を次のように改める｡
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仲卸業者市場

使用料

取扱高と平均取扱高が同額となる場

合又は取扱高が平均取扱高を下回る

場合

取扱高の１, ０００分の３に相当す

る額にその１０パーセントに相当す

る額を加えた額及び仲卸売場面積１

平方メートルにつき月額１, ９６４

円

取扱高が平均取扱高を上回る場合 差額取扱高の１, ０００分の２に相

当する額と平均取扱高の１, ０００

分の３に相当する額との合計額にそ

の１０パーセントに相当する額を加

えた額及び仲卸売場面積１平方メー

トルにつき月額１, ９６４円

事務所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月



別表第２倉庫使用料の項及び買荷保管所使用料の項を削り､ 同表買荷保管積込所使用料の項及

び加工所使用料の部を次のように改める｡

別表第２近郊そ菜売場使用料の項及び福利厚生施設使用料の項を削る｡

附 則

１ この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡

２ この条例による改正後の別表第２卸売業者市場使用料の項から土地使用料の項までの規定は､

この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し､ 同日前の使用に係る使用料につ

いては､ なお従前の例による｡
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額 １, ４１４円

買荷保管積込所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月

額 １, ８０９円

加工所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月

額 １, ０２９円



議案第５６号

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例の一部を改正する条例の制定につい

て

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例の一部を改正する条例

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例 (令和４年条例第１０号) の一部を次のように

改正する｡

題名を次のように改める｡

和歌山市地域まちづくり施設大規模修繕等基金条例

第１条中 ｢旧四箇郷保育所が｣ を ｢地域まちづくり施設 (次の表に掲げる施設をいう｡ ) が｣

に､ ｢和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金｣ を ｢和歌山市地域まちづくり施設大規模修繕

等基金｣ に改め､ 同条に次の表を加える｡

第５条に次の１項を加える｡

２ 前項の規定により基金を処分する場合において､ 大規模修繕等を要する施設に係る寄附金と

して積み立てられた額及び当該施設に係る寄附金に関する運用益金の合計額を超えて処分して

はならない｡

附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡
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施設名 所在

和歌山市旧四箇郷保育所 和歌山市加納１８１番地の５

和歌山市旧中之島保育所 和歌山市中之島１４９６番地



議案第５７号

和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例

和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 (平成４年条例第４２号) の一部を次

のように改正する｡

第４条第１項の表中 ｢特定用途に｣ を ｢特定用途 (共同住宅を除く｡ ) に｣ に､ ｢非特定用途

｣ を ｢共同住宅及び非特定用途｣ に改める｡

第５条中 ｢特定用途｣ の次に ｢ (共同住宅を除く｡ ) ｣ を加える｡

附 則

この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡
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議案第５８号

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

和歌山市消防団員等公務災害補償条例 (昭和４１年条例第２３号) の一部を次のように改正す

る｡

第５条第２項第２号中 ｢９, ７００円｣ を ｢１０, ０００円｣ に改め､ 同号ただし書中 ｢１４,

５００円｣ を ｢１５, ０００円｣ に改め､ 同条第３項中 ｢､ 第１号に該当する扶養親族について

は１人につき１００円を｣ を削り､ ｢第２号｣ を ｢第１号｣ に､ ｢３８３円｣ を ｢４３３円｣ に､

｢第３号｣ を ｢第２号｣ に､ ｢第６号｣ を ｢第５号｣ に改め､ 同項中第１号を削り､ 第２号を第

１号とし､ 第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる｡

別表中 ｢１２, ９００円｣ を ｢１３, ３４０円｣ に､ ｢１３, ７００円｣ を ｢１４, １７０円

｣ に､ ｢１４, ５００円｣ を ｢１５, ０００円｣ に､ ｢１１, ３００円｣ を ｢１１, ６７０円｣

に､ ｢１２, １００円｣ を ｢１２, ５００円｣ に､ ｢９, ７００円｣ を ｢１０, ０００円｣ に､

｢１０, ５００円｣ を ｢１０, ８４０円｣ に改める｡

附 則

１ この条例は､ 令和８年４月１日から施行する｡

２ この条例による改正後の和歌山市消防団員等公務災害補償条例 (以下 ｢新条例｣ という｡ )

第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は､ この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生

じた新条例第５条第１項に規定する損害補償 (以下 ｢損害補償｣ という｡ ) 並びに同日前に支

給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る新条例第４条第３号に規定する傷病補償年金､ 同

条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金 (以下 ｢傷病補

償年金等｣ という｡ ) について適用し､ 同日前に支給すべき事由の生じた損害補償 (傷病補償

年金等を除く｡ ) 及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等に

ついては､ なお従前の例による｡
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議案第５９号

和歌山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

和歌山市公営企業の設置等に関する条例 (昭和４１年条例第４７号) の一部を次のように改正

する｡

第６条中 ｢第２４３条の２の８第８項｣ を ｢第２４３条の２の９第８項｣ に改める｡

附 則

この条例は､ 令和８年９月２４日から施行する｡
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議案第６０号

包括外部監査契約の締結について

包括外部監査契約を次のとおり締結したいので､ 地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に

より､ 議会の議決を求める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

契 約 の 始 期 令和８年４月１日

契 約 の 金 額 １０, ９１２, ０００円を上限とする額

費用の支払方法
監査の結果に関する報告提出後に支払うものとする｡ ただし､ 市長が
必要と認めた場合は､ 契約の範囲内で前払いをすることができる｡

契 約 の 相 手 方
住所 大阪府堺市北区新金岡町２丁５番１４－２０４号
氏名 本田壽秀
資格 公認会計士



議案第６１号 

   令和７年度和歌山市一般会計補正予算（第１３号） 

令和７年度和歌山市一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，０７７，５００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１８１，０７３，０６６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和８年２月１９日提出 

和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓 
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第２表

１  追  加 （単位　千円）

２  変　　更 （単位　千円）

補　　　　　　正　　　　　　後

償還の方法 限 度 額 利  率 償還の方法

  政府その
他の資金の
借入れにつ
いては、そ
の融通条件
による。た
だし、市財
政の都合に
より据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは低利に
借り換える
ことができ
る。

65,800

年4.0％以内
（ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
について､利
率の見直し
を行った後
においては､
当該見直し
後の利率）

  政府その
他の資金の
借入れにつ
いては、そ
の融通条件
による。た
だし、市財
政の都合に
より据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは低利に
借り換える
ことができ
る。

〃 2,035,700 〃 〃

〃 830,000 〃 〃

11,104,900計 8,245,500

中学校施設
整備事業

17,000 〃 〃 〃

小学校施設
整備事業

41,300 〃 〃 〃

スポーツ施
設整備事業

13,800
証書借入又
は債券発行

年4.0％以内
（ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
について､利
率の見直し
を行った後
においては､
当該見直し
後の利率）

証書借入又
は債券発行

起債の目的

補 正 前

限 度 額 起債の方法 利  率 起債の方法

計 8,700

地　方　債　補　正

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　率 償 還 の 方 法

幼稚園施設整備事
業

8,700 証書借入又
は債券発行

年4.0％以内（ただし､利率見直し方
式で借り入れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金について､利率
の見直しを行った後においては､当
該見直し後の利率）

  政府その他の資金の借入れにつ
いては、その融通条件による。た
だし、市財政の都合により据置期
間及び償還期限を短縮し、又は繰
上償還若しくは低利に借り換える
ことができる。

- 7 -



議案第６２号 

   令和７年度和歌山市一般会計補正予算（第１４号） 

令和７年度和歌山市一般会計補正予算（第１４号）は、次に定めるところによる。 

（繰越明許費） 

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は、「第１表 繰越明許費」による。 

  令和８年２月１９日提出 

和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓 
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第１表

       繰　 　越　 　明　 　許　 　費

款 項 事　　業　　名 金　額

 2 総　務　費 78,496

 7　文化スポーツ費 78,496

つつじが丘総合公園整備事業 78,496

 9 教　育　費 3,999,004

 2  小 学 校 費 3,003,764

小学校施設整備事業 1,298,665

小学校体育館空調整備事業 1,705,099

 3  中 学 校 費 982,604

中学校施設整備事業 982,604

 5  幼稚園費 12,636

幼稚園施設整備事業 12,636

   合                    計 4,077,500

(単位   千円)

- 9 -


